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第３部 後期基本計画2020－2024

第１章 総論

第２章
重点施策：

第2次八街市まち･ひと･しごと創生総合戦略

第３章
やちまた『八つの街づくり』宣言に基づく

分野別計画

第４章
計画の進行管理及びSDGs(持続可能な開発

目標)の推進



- 32 -

第１節 策定の目的

基本計画は、基本構想で定められた八街市の将来都市像である「ひと・まち・みどりが輝く ヒ

ューマンフィールドやちまた」を実現するため、展開すべき施策を具体的にとりまとめたもので、

市民と行政が協働でまちづくりを進めていくうえで指針となるものです。

第２節 計画期間

後期基本計画の計画期間は、2020 年度（令和 2年度）から 2024 年度（令和 6年度）の５年間

とします。

第３節 主要指標

１． 将来人口

後期基本計画の最終年次である 2025 年 3 月 31 日の総人口を 68,000 人と想定とします。

2019 年現在で実績値が想定値と比べ、約 2,000 人下回っています。

第1章 総 論
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老年人口が増加している一方で、年少人口と生産年齢人口が減少傾向にあります。

資料：市民課(各年 3月 31 日)

35,551人 35,205人 34,791人 34,211人

計 73,220人 72,406人 71,691人 70,986人 69,932人

合　　　　　計

男性 37,226人 36,855人 36,486人 36,195人 35,721人

女性 35,994人

６５歳以上人口

男性 8,500人 8,846人 9,127人 9,402人 9,675人

女性 9,509人 9,916人 10,244人 10,555人 10,787人

計 18,009人 18,762人 19,371人 19,957人 20,462人

22,548人

女性 22,502人 21,785人 21,323人 20,744人 20,075人１５～６４歳人口

男性 24,556人 23,998人 23,514人 23,120人

計 47,058人 45,783人 44,837人 43,864人 42,623人

女性 3,983人 3,850人 3,638人 3,492人 3,349人

3,498人

０～１４歳人口

男性 4,170人 4,011人 3,845人 3,673人

計 8,153人 7,861人 7,483人 7,165人 6,847人

男女別３区分別人口（各年3月31日現在）

区分 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
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２． 財政推移

普通会計の歳入は、生産年齢人口の減少により歳入の根幹をなす市税の収入増加を見込みにく

く、依然として地方交付税や市債などに頼らなければならない状況が続いています。

歳 入 合 計 22,291,989千円 20,412,991千円 20,917,664千円 21,165,946千円 22,107,490千円

 市債 2,377,400千円 1,221,700千円 1,392,200千円 1,572,800千円 2,124,100千円

 諸収入 773,038千円 685,925千円 617,866千円 599,648千円 629,568千円

 繰越金 162,811千円 493,047千円 430,379千円 367,749千円 422,218千円

 繰入金 780,922千円 42,510千円 264,175千円 272,356千円 374,446千円

 寄附金 4,985千円 8,875千円 14,193千円 32,712千円 48,518千円

 財産収入 13,314千円 38,628千円 23,241千円 15,986千円 26,888千円

 県支出金 1,513,246千円 1,399,101千円 1,396,054千円 1,481,027千円 1,431,785千円

 国庫支出金 4,059,409千円 3,328,844千円 3,740,884千円 3,634,369千円 3,973,933千円

 使用料及び手数料 473,947千円 469,415千円 447,854千円 440,745千円 417,596千円

 分担金及び負担金 7,706千円 8,268千円 44,073千円 44,732千円 45,213千円

 地方交付税 3,866,361千円 4,047,978千円 3,834,848千円 3,696,107千円 3,631,032千円

 各種交付金 929,479千円 1,411,130千円 1,220,824千円 1,327,455千円 1,400,825千円

 地方譲与税 185,130千円 193,602千円 191,477千円 191,285千円 172,365千円

 市税 7,144,241千円 7,063,968千円 7,299,596千円 7,488,975千円 7,409,003千円

区　　　　　分 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

普通会計歳入決算額



- 35 -

普通会計の歳出は、義務的経費である人件費や扶助費といった経費が増加しており、財政の硬直

化が進んでいます。

資料：財政課

３． 中期的な財政見通し

今後の財政の見通しは、歳入面では、生産年齢人口の減により市税収などの増加が見込みにく

くなっている一方、人件費や公債費など義務的経費の増加が見込まれるほか、老朽化が進む公共

施設の改修費など、大幅な歳出の増加が見込まれるため、非常に厳しい財政状況が続くものと予

想されます。このことから、歳入を最大限確保することと併せて、確保できる歳入規模に合わせ

た歳出の枠組みの構造を変えるために、知恵を絞り、発想の転換を図り、内部管理経費の徹底し

た見直しをするなど持続可能で効率的かつ効果的な財政運営をする必要があります。

普通会計性質別歳出決算額

区　　　　　分 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

 扶助費 5,146,691千円 5,306,072千円 5,489,713千円 5,594,055千円 5,565,926千円

 人件費 3,939,046千円 3,679,840千円 3,733,864千円 3,827,643千円 3,930,443千円

 公債費 2,370,834千円 2,162,064千円 2,136,211千円 1,940,903千円 1,881,486千円

 維持補修費 142,372千円 103,110千円 115,222千円 219,512千円 164,939千円

2,904,205千円

1,993,538千円 1,987,532千円 2,089,244千円

 物件費 2,893,475千円 2,815,424千円 2,858,421千円 2,820,464千円

 投資及び出資金・貸付金 79,724千円 75,737千円 79,701千円 79,858千円

 積立金 5,765千円 121,182千円 14,157千円 35,986千円 47,325千円

73,386千円

 繰出金 1,909,155千円 2,229,898千円 2,337,787千円 2,276,158千円 2,314,190千円

 補助費等 2,072,163千円 2,283,844千円

 災害復旧事業費 19,343千円 0千円 16,868千円 0千円 0千円

 普通建設事業費 2,620,374千円 605,441千円 1,204,433千円 1,461,617千円 2,462,023千円

歳 出 合 計 21,198,942千円 19,382,612千円 19,979,915千円 20,243,728千円 21,433,167千円
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第４節 総合計画２０１５の施策体系図

基本構想

2015 年～2024 年(10 年間)

後期基本計画

2020 年～2024 年(5 年間) ※戦略の

位置づけ

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念

将

来

都

市

像

八つの街づくり 施策の大綱 後期基本計画期間の取組

一
の
街

め
ざ
し
ま
す
！

便
利
で
快
適
な
街

【
都
市
基
盤
整
備
分
野
】

1. 秩序ある土地利用
111. 適正な土地利用の推進 ４

112. 中心市街地の整備

2. 道路の体系的整備

121. 国・県道の整備 ４

122. 市道の整備 ４

123. 道路の適切な管理

3. 移動を支える公共交通

の充実

131. 鉄道の利便性の向上

132. 市内公共交通の利便性向上 ４

ふ
る
さ
と
を
守
り
育
て
、
活
力
や
文
化
の
薫
り
に
満
ち
、
心
安
ら
ぐ
ま
ち
づ
く
り
を
、
市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
り
進
め
ま
す
。

ひ
と
・
ま
ち
・
み
ど
り
が
輝
く
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
や
ち
ま
た

4. 人にやさしいまちづく

りの推進

141. バリアフリーの推進

142. ユニバーサルデザインの推進

二
の
街

め
ざ
し
ま
す
！

安
全
で
安
心
な
街

【
防
災
・
消
防
・
安
全
分
野
】

1. 交通安全の推進
211. 交通安全意識の向上 ４

212. 交通安全環境の充実

2. 消防・救急体制の充実
221. 消防・救急体制の充実

222. 消防団活動の充実 ４

3. 防災体制の充実
231. 災害予防対策の推進

232. 災害応急対策の推進 ４

4. 防犯施策の充実
241. 防犯施設の充実 ４

242. 防犯意識の向上と活動の推進

5. 消費者行政の充実
251. 消費者相談の充実 ４

252. 消費者意識の向上

三
の
街

め
ざ
し
ま
す
！

健
康
と
思
い
や
り
に
あ
ふ
れ
る
街

【
保
健
・
医
療
・
福
祉
分
野
】

1. 生涯にわたる健康づく

り

311. 健康づくりの推進 １

312. 地域医療体制の推進 １

313. 医療保険制度の適正な運営

2. 地域で支えあう福祉の

推進

321. 地域福祉の推進

322. 生活の安定・自立への支援

323. 国民年金制度の推進

3. 笑顔あふれる子育てへ

の支援

331. 子ども自身の育ちへの支援 １

332. 子育て家庭と親の育ちへの支

援
１

4. 生きがいに満ちた高齢

者福祉の充実

341. 社会参加と生きがいづくりの

支援
１・３

342. 生活支援サービスの充実

343. 介護保険サービスの充実

344. 地域包括ケアシステムの推進 １

5. ぬくもりのある障がい

者福祉の充実

351. 自立と社会参加の促進 １・３

352. 障がい福祉サービスの充実

四
の
街

め
ざ
し
ま
す
！

豊
か
な
自
然
と
共
生
す
る
街

【
生
活
環
境
分
野
】

1. 緑の保全と創出
411. 里山の保全と再生

412. 公園・緑地の整備 １

2. 生活環境の整備

421. 住環境の充実 ２

422. 上水道の安定供給

423. 汚水・雨水の適正処理

424. 公害防止対策の推進

3. 循環型社会の推進
431. 環境保全・衛生対策の充実

432. 資源循環型社会の構築



- 37 -

※第 2次八街市まち・ひと・しごと創生総合戦略における施策の位置づけ

１：子ども・全世代活躍分野 ２：ひと・交流分野 ３：しごと分野 ４：まちづくり分野

基本構想

2015 年～2024 年(10 年間)

基本計画

2020 年～2024 年(5 年間) ※戦略の

位置づけ

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念

将

来

都

市

像

八つの街づくり 施策の大綱 後期基本計画期間の取組

五
の
街

め
ざ
し
ま
す
！

心
の
豊
か
さ
を
感
じ
る
街

【
文
化
・
教
育
・
学
習
分
野
】

1. 子どもの教育・健全育

成の充実

511. 幼児教育の充実 １

512. 学校教育の充実 １

513. 青少年の健全育成 １

2. 自ら学ぶ生涯学習・ス

ポーツの推進

521. 生涯学習の推進 ２

522. 生涯スポーツの推進 ２

3. 市民文化の創造と継承
531. 芸術文化活動の推進 ２

ふ
る
さ
と
を
守
り
育
て
、
活
力
や
文
化
の
薫
り
に
満
ち
、
心
安
ら
ぐ
ま
ち
づ
く
り
を
、
市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
り
進
め
ま
す
。

ひ
と
・
ま
ち
・
み
ど
り
が
輝
く
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
や
ち
ま
た

532. 文化財の保護・継承 ２

4. 豊かな心を育む交流の

推進

541. 地域間交流の推進 ２

542. 国際交流・多文化共生の推進 ２

5. 男女共同参画の推進 551. 男女共同参画の推進 １

六
の
街

め
ざ
し
ま
す
！

活
気
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
街

【
産
業
・
経
済
分
野
】

1. 時代の変化に対応した

農業の振興

611. 農業基盤の整備 ３

612. 担い手の育成 ３

613. 農業の活性化 ３

2. まちの活力を生む商工

業の推進

621. 商工業の振興 ３

622. 就労・雇用の促進 ３

3. まちに賑わいをもたら

す産業の振興

631. 地域産業の競争力強化 ２・３

632. 観光交流の促進 ２

七
の
街

め
ざ
し
ま
す
！

市
民
と
と
も
に
つ
く
る
街

【
協
働
・
自
治
分
野
】

1. 市民と行政の協働の推

進

711. 協働推進のための環境整備 ４

712. 協働事業の拡充 ４

713. 地域資源の有効活用 ４

2. コミュ二ティの育成
721. 自治組織の支援 ４

722. 自治組織の再構築 ４

3. 市民によるまちづくり

活動の推進

731. まちづくりの担い手づくり ４

732. 市民活動の支援 ４

八
の
街

め
ざ
し
ま
す
！

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
し
た
街

【
行
財
政
分
野
】

1. 効率的な行財政運営

811. 持続可能な行財政運営の推進 ４

812. 組織力の強化

813. 広域行政の推進 ４

2. 市民と行政の情報の共

有

821. 広報・広聴の充実

822. 情報公開の推進

3. 窓口サービスの充実
831. 電子自治体の推進

832. 窓口サービスの向上 ４

4. 市の魅力発信
841. シティセールスの推進 １・２

842. 情報発信の強化 ２
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第１節 総合戦略の目的

国は、人口減少・少子高齢化という構造的課題について政府一体となって取り組み、将来にわた

って活力ある日本社会を維持する観点から 2014 年 9 月、内閣に「まち・ひと・しごと創生本部」

を設置し、同年 11 月に「まち・ひと・しごと創生法」の制定、また、同年 12 月には 2015 年度から

2019 年度までの目標や施策の基本的方向及び具体的な施策をまとめた、第 1期「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を策定しました。

これを受け、本市においても深刻化が懸念される人口減少問題や地域経済衰退問題の打開、ま

ち・ひと・しごとの創生と好循環の確立を目指し、「八街市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以

下「総合戦略」といいます。）を策定し、各種施策の推進及び効果の検証に取り組んできたところです。

国では、第 1 期の総合戦略の計画期間が 2019 年度で終了することから、新たに 2020 年度から

2024 年度までを計画期間とする第２期総合戦略の策定を決定し、その基本方針となる「まち・ひ

と・しごと創生基本方針 2019」を 2019 年 6 月 21 日に閣議決定しました。

このような状況を踏まえ、本市においても「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国及び千葉

県が策定するまち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案しながら、市の実情を踏まえ、人口、経済、

地域社会の課題に一体的に取り組むため、「第 2次八街市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策

定します。

第２節 策定の位置づけ(八街市総合計画 2015 後期基本計画との関係)

本市では、2015 年に策定した「八街市総合計画 2015」を行政運営の基本方針と位置づけ、この

総合計画に基づき、さまざまな施策や事業を計画的かつ総合的に推進することとしています。

一方で、総合戦略は、「八街市まち・ひと・しごと創生地方人口ビジョン」の提示する将来展望を

踏まえ、人口減少克服、地方創生に焦点化した計画です。本市は、前期基本計画においても、人口

減少対策をまちづくりの重点事項と捉え、施策を横断的に連携させ、相乗効果を生じさせることを

目的にリーディングプラン（重点施策）として位置づけていたことから、第 2次総合戦略に位置づ

けた取組を総合計画 2015 後期基本計画と整合を図りながら、重点的に取り組むことにより、より

効果的かつ効率的に推進します。

第３節 計画期間

第 2次総合戦略の計画期間は、後期基本計画と同じ 2020 年度（令和 2年度）から 2024 年度（令和 6

年度）の５年間とします。

第２章 重点施策：第2次八街市まち･ひと･しごと創生総合戦略
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第４節 基本目標

本市の実状を踏まえ、国の「まち・ひと・しごと創生基本方針 2019」に基づき、第１期の基本目標を

維持しつつ、国の示す新たな視点を踏まえた基本目標として次のとおり設定します。

(参 考)

国の基本目標

l 地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする

l 地方への新しいひとの流れをつくる

l 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

l 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

国の示す新たな視点

l 地方へのひと・資金の流れを強化する（将来的な移住につながる「関係人口」の創出・拡

大、企業や個人による寄附・投資などによる資金の流れの強化）

l 新しい時代の流れを力にする（Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0 の実現に向けた技術の活用、ＳＤＧｓ

（P136 参照）を原動力とした地方創生）

l 人材を育て活かす（地方創生の基盤となる人材に焦点を当て、掘り起こしや育成、活躍を

支援）

l 民間と協働する（NPO などの地域づくりを担う組織や起業と連携）

l 誰もが活躍できる地域社会をつくる（女性、高齢者、障害者、外国人など誰もが居場所と

役割を持ち、活躍できる地域社会を実現）

l 地域経営の視点で取り組む（地域の経済社会構造全体を俯瞰して地域マネジメント）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

　【総合計画・総合戦略・人口ビジョンの計画期間】

八街市まち・ひと・しごと創生総合戦略

(計画期間：2015年度～2019年度)

八街市総合計画2015前期基本計画

(計画期間：2015年度～2019年度)

八街市総合計画2015後期基本計画

第2次八街市まち・ひと・しごと創生総合戦略

(計画期間：2020年度～2024年度)

八街市まち・ひと・しごと創生地方人口ビジョン

(2015年度～2060年度)

一
体
策
定
・
管
理

基本目標１ 結婚・出産・子育ての希望をかなえ、全世代活躍のまちづくり

基本目標２ 「住みたい」「訪れたい」と感じるまちづくり

基本目標３ 人と産業を育み、安定した雇用を創出するまちづくり

基本目標４ 人と人がつながり、安全・安心に暮らせるまちづくり
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第５節 総合戦略の基本目標に基づく分野別計画

分野別計画の見方

目標の達成度を測る

ための指標(モノサ

シ)です。

めざすまちづくりの

名称です。

目標を達成するため

の基本的な取組方針

です。

基本目標に経年推移

や他市との比較を可

視化するグラフで

す。



- 41 -

基本的方向に基づい

て、実施する具体的

な施策の名称です。

総合計画における施

策の名称です。

具体的な施策の取組

方針です。

取組方針に基づいて実施す

る主な事業です。

具体的な施策の達成度を測るための指標(モノサ

シ)です。Key Performance Indicator の略です。
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第２次八街市まち・ひと・しごと創生総合戦略

指標の名称 現状値 目標値(2024 年度)

合計特殊出生率 1.07（2017 年度）

65歳における平均自立期間
※65 歳の時点において、その後自立した生活を送る

ことが期待できる期間

男性 16.47 年

女性 19.16 年

(2015 年)

▣ 基本目標１

結婚・出産・子育ての希望をかなえ、全世代活躍のまちづくり

▣ 数値目標

l 地域全体で妊婦や子育て家庭への切れ目のないサポートを行う環境づくりに努めるとともに、

出産や育児に関する不安の解消、子育てサービスや母子保健サービスを充実するなど、子ども

たちの健やかな育ちを支援します。また、子どもたちの生きる力を育む学校教育や地域への愛

着を育む教育の推進により、子どもたちの健全な育成に取り組みます。

l 誰もが心も体も健康でいきいきと生きがいをもって自立した生活が送れるようにするため、健

康・福祉の取組を充実させるとともに、子どもから大人まで各世代の市民が生涯学習やスポー

ツに親しむことができる環境を整えます。

▣ 基本目標の関係データ
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578 604
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483 504
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資料：千葉県「衛生統計年報」
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出生数(左軸) 合計特殊出生率

全国・合計特殊出生率(右軸) 千葉県・合計特殊出生率(右軸)

▣ 基本的方向
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１ 児童館を中核とした多世代交流の推進

２ 結婚への支援

３ 出産・子育てへの支援

４ 教育・健全育成への支援

重点施策

NO.332 子育て家庭と親の育ちへの支援

NO.341 社会参加と生きがいづくりの支援

NO.412 公園・緑地の整備

方 針
児童館を中核として、近接する老人福祉センターや中央公園の特性を活かした多世

代が交流する賑わいの創出を図ります。

主な事業 ● 児童館の整備・充実 ● 生きがい活動の場の確保 ● 公園・緑地の整備

重点施策 NO.841 シティセールスの推進

方 針
関係団体などと連携し、結婚を希望する若者の出会いの場の提供を図ることによ

り、若者の結婚及び本市への移住定住を促進します。

主な事業 ● 結婚を希望する若者への支援

重点施策
NO.331 子ども自身の育ちへの支援

NO.332 子育て家庭と親の育ちへの支援

方 針

安心して子どもを産み、育てることができるよう多様な利用者ニーズに即した保育

サービスの充実、子育て世代の経済的負担の軽減や子育て情報の提供や相談の場づ

くりなど切れ目ない子育て支援サービスの充実を図ります。

主な事業

● 保育サービスの推進 ● 認定こども園の運営支援

● 小規模保育所の設立・運営支援 ● 子育て支援の推進

● 子ども・高校生等医療費助成の充実 ● 子育て世代包括支援センタ－の開設

重点施策

NO.511 幼児教育の充実

NO.512 学校教育の充実

NO.513 青少年の健全育成

方 針

子どもの「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」を育むため、一人ひとりの個

性や能力に応じたきめ細やかな教育を推進するとともに、地域ぐるみでの青少年健

全育成を図ります。

主な事業

● 市立幼稚園管理運営の充実 ● 幼小中高連携教育の推進

● 基礎学力向上の推進 ● 教育施設の計画的な管理運営

● 情報化や国際化など時代に即した教育の充実

● 青少年健全育成事業の推進

▣ 具体的な施策
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５ 全世代活躍のまちづくりの推進

重点施策

NO.311 健康づくりの推進

NO.312 地域医療体制の推進

NO.341 社会参加と生きがいづくりの支援

NO.344 地域包括ケアシステムの推進

NO.351 自立と社会参加の促進

NO.551 男女共同参画の推進

方 針
誰もが心も体も健康でいきいきと生きがいをもち、居場所と役割を持って活躍でき

るまちづくりを推進します。

主な事業

● 健康づくりの推進 ● 各種がん検診・健康診査の推進

● 印旛市郡小児初期急病診療所・成田市急病診療所の運営支援

● 生きがい活動の充実 ● 支えあうための地域づくりの推進

● 地域福祉活動の推進 ● 男女共同参画社会の意識の醸成

ＫＰＩ 現状値(2018 年度) 目標(2024 年度)

結婚を希望する若者への出会いの場の

提供件数（累計）
－ 5件

保育所待機児童数 44 人 0 人

子育て支援センタ－利用者数 5,611 人 6,725 人

全国学力学習状況調査との比較

(全国平均を100として算出)
87 100

特定健康診査受診率 35.0％ 60.0％

シニアクラブ参加人数 1,495 人 1,800 人

つくし園利用者数 1,561 人 1,603 人

「男女共同参画の推進」に関する市民満

足度
11.5％

▣ 重要業績評価指標(ＫＰＩ)
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第２次八街市まち・ひと・しごと創生総合戦略

▣ 基本的方向

指標の名称 現状値(2018 年度) 目標値(2024 年度)

人口の社会増減(転入・転出数の差) －617 人

年間観光入込客数 160,827 人 215,520 人

▣ 基本目標２

「住みたい」「訪れたい」と感じるまちづくり

▣ 数値目標

l 移住定住を促進するため、移住定住に対する優遇措置の実施や空き家バンク制度の活用など、

移住定住者のニーズに応じる取組を進めるとともに、本市の魅力を広く効果的に発信します。

l 本市への来訪者を増やし、農業をはじめとした体験型の観光などまちの魅力を実体験してもら

い、U・I・J ターンにつなげるとともに、地域資源を活かした「やちまた」ブランドを確立し

ます。

▣ 基本目標の関係データ
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資料：千葉県「毎月常住人口調査」(各年3月31日)
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１ 関係人口の創出・拡大

２ 交流拠点の機能強化

３ 移住・定住の促進

重点施策

NO.522 生涯スポーツの推進

NO.531 芸術文化活動の推進

NO.541 地域間交流の推進

NO.542 国際交流・多文化共生の推進

NO.631 地域産業の競争力強化

NO.632 観光交流の促進

方 針
市内で開催されるさまざまなイベントの開催や観光資源を活かした観光振興によ

り、交流活動が活発で活気あるまちづくりを推進します。

主な事業

● スポーツイベントの充実 ● 芸術文化事業の充実

● 国際交流団体との連携・支援 ● 地域間交流の充実

● 大学や高校との連携・交流 ● 地域ブランド普及への支援

● 農業を核とした観光の推進 ● 観光基盤の整備

● 関係団体や民間施設と連携した観光振興

重点施策
NO.521 生涯学習の推進

NO.532 文化財の保護・継承

方 針
中央公民館や図書館、郷土資料館の特性を活かし、人と人、地域と地域をつなぐ交

流拠点としての機能を強化します。

主な事業 ● 社会教育施設の整備改修 ● 郷土資料館の充実

重点施策

NO.421 住環境の充実

NO.841 シティセールスの推進

NO.842 情報発信の強化

方 針
住宅施策の促進や経済的負担の軽減により、若者や子育て世代のＵ・Ｉ・Ｊターン

を促進し、定住人口の増加を図ります。

主な事業
● 移住・定住の推進 ● ソーシャルメディアを活用した情報発信の強化

● 住宅施策の促進 ● 空き家対策の促進

▣ 具体的な施策
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ＫＰＩ 現状値(2018 年度) 目標(2024 年度)

郷土資料館の来館者数 2,751 人 3,000 人

スポーツイベントの開催数 15 回

文化芸術団体・芸術作家との共催事業へ

の参加者数
1,267 人 1,357 人

交流イベントの参加日数 65 日

農業体験観光ツアー参加者数 168 人 170 人

シティセールスの実施回数

(特産品ＰＲ・移住定住相談会)
66 日

八街市公式ＳＮＳのフォロワー数 － 2,500 人

▣ 重要業績評価指標(ＫＰＩ)
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▲文化芸術振興を考える会作品展

▲子どもキラットスマイル広場

※週末の子どもの居場所づくりとして、手工芸、工作、レク及び昔遊び

などが体験できる取組
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第２次八街市まち・ひと・しごと創生総合戦略

▣ 基本的方向

指標の名称 現状値(2018 年度) 目標値(2024 年度)

起業する法人の年間件数 70 件

農業産出額 2,310 千万円(2017 年)

▣ 基本目標３

人と産業を育み、安定した雇用を創出するまちづくり

▣ 数値目標

l 安定的、効率的な農業経営の確立をめざし、農地の有効活用や農業の担い手育成など、本市の

特色を活かした安全で新鮮な農産物の地産地消や地元事業者との連携による６次産業化、ブラ

ンド化を推進します。

l 若者や女性をはじめ、高齢者、障がいのある人などを含めたあらゆる人々が社会で活躍できる

よう支援します。

▣ 基本目標の関係データ
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県内各市の労働力率
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１ 人材育成・就労・雇用の促進

２ 地域産業の活性化

重点施策

NO.612 担い手の育成

NO.622 就労・雇用の促進

NO.341 社会参加と生きがいづくりの支援

NO.351 自立と社会参加の促進

方 針

次世代に引き継ぐ農業をめざし、後継者への支援及び新規就農者の育成を推進しま

す。また、関係機関との連携により、八街市に居住しながら就労・雇用できる環境

づくりを促進するとともに、働く場づくりとして企業誘致を推進します。

主な事業

● 農業後継者対策の推進 ● 新規就農者の育成

● 農業経営改善の支援 ● 企業誘致の推進

● 就労支援サイトの管理運営 ● 関係機関との連携による就職セミナーの開催

● シルバー人材センターの運営支援 ● 就労機会の拡充

重点施策

NO.611 農業基盤の整備

NO.613 農業の活性化

NO.621 商工業の振興

NO.631 地域産業の競争力強化

方 針
関係機関と連携し、シティプロモーションとあわせ農業・商工業を振興するほか、

経営基盤の安定化を図り、地域産業の活性化を促進します。

主な事業
● 優良農地化の推進 ● 土地改良事業の推進 ● 畜産業の振興支援

● トップセールスによる地元産品のＰＲ ● 商工会議所との連携

● 起業への支援 ● 地域ブランド普及への支援 ● ６次産業化への支援

ＫＰＩ 現状値(2018 年度) 目標(2024 年度)

認定農業者数 220 人 230 人

「ジョブ・ナビやちまた」の情報発信件

数
325 件

八街商工会議所の会員数 1,503 人 1,585 人

６次産業化への支援件数 3 件 9 件

▣ 具体的な施策

▣ 重要業績評価指標(ＫＰＩ)
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第２次八街市まち・ひと・しごと創生総合戦略

指標の名称 現状値(2018 年度) 目標値(2024 年度)

ボランティア登録人数 717 人 840 人

自主防災組織設立数 20 団体 45 団体

自主防犯組織設立数 14 団体 16 団体

▣ 基本目標４

人と人がつながり、安全・安心に暮らせるまちづくり

▣ 数値目標

l 市民の生命や財産を守り、安全で快適な生活を実現するため、自助・共助・公助の連携、地域

のネットワークづくりなど、地域力や都市の安全性を強化する取組を推進します。

l 子どもから高齢者まで誰もが住み慣れた地域で、人との絆を深めながら市民一人ひとりが生き

がいを持って安心して暮らせるよう、地域でともに支えあうまちづくりを推進します。

l 市民サービスの向上を図るとともに、将来に渡って持続可能なまちづくりを推進します。

▣ 基本目標の関係データ

▣ 基本的方向
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自主防犯・防災活動団体数の推移
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１ 安全・安心なまちづくりの推進

２ 協働・自治のまちづくりの推進

重点施策

NO.211 交通安全意識の向上

NO.222 消防団活動の充実

NO.232 災害応急対策の推進

NO.241 防犯施設の充実

NO.251 消費者相談の充実

方 針
子どもから高齢者まですべての人が安全に安心して暮らすため、さまざまな活動主

体と行政の協働による地域安全ネットワークの形成を図ります。

主な事業

● 交通安全運動の推進 ● 八街市消防団の運営

● 女性消防班の活動支援 ● 防災拠点や防災備蓄倉庫などの整備

● 自主防災組織の設立支援 ● 防犯ボックスの運営

● 自主防犯組織の設立支援 ● 消費生活センターの充実

重点施策

NO.711 協働推進のための環境整備

NO.712 協働事業の拡充

NO.713 地域資源の有効活用

NO.721 自治組織の支援

NO.722 自治組織の再構築

NO.731 まちづくりの担い手づくり

NO.732 市民活動の支援

方 針
市民が主役のまちづくりを推進するため、さまざまな主体との連携・協働を推進す

るとともに、市民の主体的な活動を支援します。

主な事業

● まちづくり活動における連携支援・ネットワークづくり

● 行政参加の推進 ● 地域自治・市民活動の推進と連携・支援

● 地域資源の有効活用 ● コミュニティ活動の支援

● まちづくりの担い手づくり ● 市民活動の支援

▣ 具体的な施策
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３ 持続可能で快適なまちづくりの推進

重点施策

NO.111 適正な土地利用の推進

NO.121 国・県道の整備

NO.122 市道の整備

NO.132 市内公共交通の利便性向上

NO.811 持続可能な行財政運営の推進

NO.813 広域行政の推進

NO.832 窓口サービスの向上

方 針

良好な都市空間の形成及び窓口サービスの向上を図り、住んでよかったと思えるま

ちづくりを推進します。また、地域経営の視点を取り入れ、次世代に引き継げる持

続可能なまちづくりに努めます。

主な事業

● 次期都市計画マスタープランの策定 ● 国・県道の整備要請

● 都市計画道路整備事業の推進 ● 道路及び交差点改良事業の推進

● ふれあいバス運行事業の推進 ● 総合計画の進行管理

● 行財政改革プランの進行管理 ● 行政評価の推進

● 共同処理による事務の効率化 ● 窓口サービスの向上

● マイナンバーカードなどのＩＣＴの活用

ＫＰＩ 現状値(2018 年度) 目標(2024 年度)

人口 10,000 人当たりの交通事故発生

件数
34.6 人 30.1 人

消防団員数 411 人 438 人

市民サポーター事業の参加者数

（団体数）

2,474 人

(59 団体)

2,600 人

(71 団体)

区の加入率 46.1％ 52.0％

経常収支比率 95.5％ 90.0％

１日当たりのふれあいバスの平均乗降

客数
275 人 288 人

住民票が交付できる場所の数 ３か所 40 か所

▣ 重要業績評価指標(ＫＰＩ)
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(参考) 「後期基本計画」と「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の簡易関連図

※第 2次八街市まち・ひと・しごと創生総合戦略と関連する施策に◎を付してあります。

政

策
施 策

まち・ひと・しごと創生総合戦略

結婚・出産・子

育ての希望をか

なえ、全世代活

躍のまちづくり

「住みたい」

「訪れたい」と

感じるまちづく

り

人と産業を育

み、安定した雇

用を創出するま

ちづくり

人と人がつなが

り、安全・安心

に暮らせるまち

づくり

一
の
街

1. 秩序ある土地利用 ◎

2. 道路の体系的整備 ◎

3. 移動を支える公共交通の充実 ◎

4. 人にやさしいまちづくりの推進

二
の
街

1. 交通安全の推進 ◎

2. 消防・救急体制の充実 ◎

3. 防災体制の充実 ◎

4. 防犯施策の充実 ◎

5. 消費者行政の充実 ◎

三
の
街

1. 生涯にわたる健康づくり ◎

2. 地域で支えあう福祉の推進

3. 笑顔あふれる子育てへの支援 ◎

4. 生きがいに満ちた高齢者福祉の充実 ◎ ◎

5. ぬくもりのある障がい者福祉の充実 ◎ ◎

四
の
街

1. 緑の保全と創出 ◎

2. 生活環境の整備 ◎

3. 循環型社会の推進

五
の
街

1. 子どもの教育・健全育成の充実 ◎

2. 自ら学ぶ生涯学習・スポーツの推進 ◎

3. 市民文化の創造と継承 ◎

4. 豊かな心を育む交流の推進 ◎

5. 男女共同参画の推進 ◎

六
の
街

1. 時代の変化に対応した農業の振興 ◎

2. まちの活力を生む商工業の推進 ◎

3. まちに賑わいをもたらす産業の振興 ◎ ◎

七
の
街

1. 市民と行政の協働の推進 ◎

2. コミュ二ティの育成 ◎

3. 市民によるまちづくり活動の推進 ◎

八
の
街

1. 効率的な行財政運営 ◎

2. 市民と行政の情報の共有

3. 窓口サービスの充実 ◎

4. 市の魅力発信 ◎ ◎
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分野別計画の見方

第３章 やちまた『八つの街づくり』宣言に基づく分野別計画

まちづくりのテーマを実

現するための施策の名称

です。

やちまた『八つの街づくり』宣言に基づくまちづくりのテーマです。

めざす将来の姿を実現す

るための基本的方針で

す。

八街市の現状と抱える課

題です。また、すでに実

施している取組を記載し

ています。

目標の達成度を測る

ための指標(モノサ

シ)です。
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課題解決のために後期基本計画期間にお

いて取り組む具体的な施策とその方針、

主な事業を記載しています。

施策を担当する課の名称です。

施策に関連する部門別計画の名称

です。

施策に関係する用語解説です。
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▲空から見た八街市

▲ＪＲ八街駅北口
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l 良好な都市空間が形成されている、住んでよかったと思える街

l 市民生活の利便性を支える交通ネットワークの充実した、すべての人にとってやさし

い街

秩序ある土地利用・・・・・・・・・・・・・６０

道路の体系的整備・・・・・・・・・・・・・６２

移動を支える公共交通の充実・・・・・・・・６４

人にやさしいまちづくりの推進・・・・・・・６６
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めざします！便利で快適な街（テーマ：都市基盤整備分野）

秩序ある土地利用

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「秩序ある土地利用」に関

する市民満足度
6.1％

適正な土地利用の推進及び

中心市街地の整備により満

足度の向上を図ります。

次期都市計画マスタープラ

ンの策定
－ 策定

2021 年度末までに計画を

策定します。

▣ 施策がめざす基本的方向

自然環境と都市的環境とが調和したまちづくりを推進し、また、地域にふさわしい市

街地を形成していきます。

l 本市は人口、産業の動向などから、急激かつ無秩序な市街化の進行は見込まれないと判断

し、従来より都市計画区域に区域区分は定めず、非線引き都市計画区域としています。

l 宅地開発指導要綱に基づき、秩序ある適切な開発行為を誘導し、開発区域及びその周辺に

おける環境の破壊と災害の発生を未然に防止することにより、健全な生活環境の保全と良

好な都市の形成を図る必要があります。

l 田園地区においては、良好な農業環境の保全を図るとともに、自然や農業環境と調和した

土地利用の形成を図る必要があります。

l 商業施設などは大規模な駐車場が確保しやすい郊外に展開されており、八街駅周辺などの

中心市街地の活性化が求められています。

l 東関東自動車道への近接性を活かし、農業環境の保全を図りつつ、交通体系の整備と連携

した産業機能の配置を検討する必要があります。

l 駅を核とした都市基盤整備を推進するほか、まちづくり施設を展開していく必要がありま

す。

▣ 現状と課題

▣ 施策の指標
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担当課：都市計画課、都市整備課、財政課

2019 年に供用開始されたＪＲ榎戸駅橋上駅舎及び自由通路

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.111 適正な土地利用の推進

方 針
次期都市計画マスタープラン及び宅地開発指導要綱などにより、秩序ある土地

利用と良好な住環境の保全を図ります。

主な事業 ● 次期都市計画マスタープランの策定 ● 適切な開発行為の誘導

施 策 NO.112 中心市街地の整備

方 針 駅を核とした中心市街地の整備を推進します。

主な事業 ● 市街地や駅周辺整備の調査研究 ● 駅周辺施設の適切な維持管理

▣ 用語解説

l 非線引き都市計画区域

市街化区域(優先的かつ計画的に市街化を進める区域)でも市街化調整区域(市街化を抑制

する区域)でもない都市計画区域。

l 都市計画マスタープラン

1992 年の都市計画法改正により規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」。
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めざします！便利で快適な街（テーマ：都市基盤整備分野）

道路の体系的整備

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「道路の体系的整備」に

関する市民満足度
8.6％

国・県・市道の整備及び道

路の適切な管理により満足

度の向上を図ります。

道路改良率 27.0％
市道の改良工事を計画的に

実施します。

▣ 施策がめざす基本的方向

広域的な移動が円滑にできる道路交通網の実現を図るとともに、誰もが安心して安全

な通行ができる道路環境の整備を図ります。

▣ 現状と課題

▣ 施策の指標

l 本市では、通過交通と駅周辺の利用車両などによる市街地周辺道路の慢性的な交通渋滞緩

和対策として、東西方向の主要幹線である県道のバイパス整備を千葉県と協力して進めて

おり、一部区間が 2017 年 3 月に開通しました。また、関係機関と連携・協力した結果、国

道 409 号朝陽小学校脇交差点や国道 126 号沖入口交差点が改良されました。

l 市道 102 号線及び住野 26 号線の交差点改良工事、その他市道の拡幅工事や歩道整備工事

などを計画的に実施していますが、排水路を含む道路整備に関する要望件数は非常に多く、

市道の安全で円滑な通行、快適な道路空間の確保のため、地域要望に対する実態を精査し

つつ、適切な対応を進める必要があります。

l 老朽化した道路施設や橋りょうの補修については、長期的に安全な交通機能を確保することが

重要であり、「長寿命化修繕計画」に基づく予防保全的な維持管理により将来的な維持管理費の

縮減に努める必要があります。

l 東関東自動車道酒々井インターチェンジの開通や首都圏中央連絡自動車道の延伸などにより、

主に物流輸送に関連する交通量や経路が大きく変化してきていることから、引き続き道路整備

を推進する必要があります。

l 東関東自動車道佐倉インターチェンジや国道 51 号へのアクセス向上、歩行者の安全確保や通

勤時の渋滞解消に向けた都市計画道路の整備を千葉県や佐倉市と協力して推進する必要があ

ります。
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担当課：道路河川課、都市整備課

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.121 国・県道の整備

方 針
広域幹線道路である国・県道の整備促進を関係機関に要請するほか、連携・協力

し交通渋滞の解消及び安全で快適な道路空間の確保に努めます。

主な事業 ● 国・県道の整備要請 ● 都市計画道路整備事業の推進

施 策 NO.122 市道の整備

方 針
地域要望に対する実態を精査しつつ、計画的に道路・交差点改良、歩道整備など

を推進します。

主な事業 ● 道路及び交差点改良事業の推進

施 策 NO.123 道路の適切な管理

方 針
道路施設を適切に管理することにより、長期的に安全な交通機能を確保するほ

か、予防保全的に維持管理することにより、将来負担の縮減に努めます。

主な事業 ● 道路の適切な維持管理 ● 道路排水機能の向上

▣ 用語解説

l バイパス

市街地などの混雑区間を迂回、または峠・山間部などの狭隘区間を短絡するための道路。

l 道路改良率

道路構造令の規定に適合するように改築された道路を改良済道路と称し、その総延長の全

道路延長に対する比率。

▣ 部門別計画

l 八街市橋梁長寿命化修繕計画（2020 年度～2069 年度）
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めざします！便利で快適な街（テーマ：都市基盤整備分野）

移動を支える公共交通の充実

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「移動を支える公共交通の

充実」に関する市民満足度
10.7％

鉄道及び市内公共交通の利便

性向上により満足度の向上を

図ります。

1 日当たりの八街駅と榎

戸駅の合計乗客数
7,974 人
(2017 年)

通勤・通学など市外への移動

手段の確保を図ります。

1 日当たりのふれあいバ

ス平均乗客数
275 人 288 人

通院・買物など日常生活の移

動手段の確保を図ります。

▣ 施策がめざす基本的方向

誰もが利用しやすい公共交通の実現に努めます。

▣ 現状と課題

▣ 施策の指標

l 2014 年 11 月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が改正され、地方公共団

体と関係者が連携して持続可能な地域公共交通ネットワークを形成することの重要性が示

されました。本市においても、交通事業者や関係団体などで構成する「八街市地域公共交

通協議会」を設置し、地域公共交通に関する必要な協議を継続的に行っています。

l 鉄道は、都市間連絡の骨格となる交通機関です。利用者からは運行本数の増便をはじめと

した鉄道の利便性向上への要望が高いことから、引き続き県内の関係団体で構成する「千

葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟」などと連携し、関係機関への要望活動を実施するほか、

鉄道の利用促進活動についても取り組む必要があります。

l 周辺都市への連絡や市内交通の骨格となる民間路線バスは、人口減少や自家用車の普及な

どにより、利用者が減少傾向にあり、路線廃止や減便などが相次いでいます。

l 2017 年 10 月に八街市内循環バス「ふれあいバス」は運行ルート及びダイヤを見直しました。

運行開始から 20年が経過し、市民の「生活の足」として定着していますが、今後も利用者の多

様なニーズや他の公共交通機関との機能分担などに配慮した運行計画とする必要があります。

l 高齢化の進行に伴い、高齢の運転免許保有者数が増加し、高齢運転者が第一当事者となる交通

事故件数が増加傾向にあります。高齢運転者による痛ましい事故を防止するため、高齢者が免

許を返納しやすい環境整備に向けた取組が求められています。
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担当課：企画政策課ほか

八街市内循環バス「ふれあいバス」

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.131 鉄道の利便性向上

方 針
沿線自治体と連携し、鉄道の利便性向上へ向けての要望活動を実施するほか、

関係団体と協力して鉄道の利用促進を図ります。

主な事業
● 鉄道の利便性向上に向けての要望活動 ● 鉄道の利用促進

● 千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟など関係団体との連携

施 策 NO.132 市内公共交通の利便性向上

方 針
民間交通事業者や関係機関と連携して、持続可能で利便性の高い地域公共交通

ネットワークの形成を図ります。

主な事業
● 民間交通事業者への支援 ● ふれあいバス運行事業の推進

● 八街市地域公共交通協議会の運営支援

▣ 用語解説

l 公共交通

不特定多数の人々が利用する交通機関。

l 八街市内循環バス「ふれあいバス」

八街市内を運行するコミュニティバス。北・東・西・南の 4コースを運行します。

▣ 部門別計画

l 八街市地域公共交通網形成計画 （2016 年度～2020 年度）

l
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めざします！便利で快適な街（テーマ：都市基盤整備分野）

人にやさしいまちづくりの推進

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「人にやさしいまちづく

り」に関する市民満足度
9.9％

バリアフリー及びユニバー

サルデザインの推進によ

り、満足度の向上を図りま

す。

「心のバリアフリー」に

関する学習機会の提供数
12 回 24 回

バリアフリー対策やユニバ

ーサルデザインについて、

学びながら推進を図りま

す。

l 2018 年、国では、「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に

関する法律」が施行され、国などの責務が明らかにされるとともに、ユニバーサルデザイ

ン社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表が義務づけられるなど、高齢者や障がい者

などの自立した日常生活及び社会生活を確保するユニバーサル社会の実現への取組が積極

的に図られています。

l 本市では、バリアフリー化対策として新たに整備した榎戸駅におけるエレベーターの設置

や公共施設における多目的トイレスロープの設置、市民利用の多い市役所窓口のローカウ

ンター化などを進めてきましたが、施設全般の急進的なバリアフリー化は困難であるため、

中長期的な視点で関係機関と連携し、大規模改修の機会などを捉え、計画的に整備改修に

取り組む必要があります。

l 高齢者や障がい者などが安心して日常生活や社会生活ができるようにするためには、施設

整備だけではなく、高齢者、障がい者などの困難を自らの問題として認識し、心のバリア

を取り除き、社会参加に積極的に協力する「心のバリアフリー」を推進する必要がありま

す。

▣ 現状と課題

▣ 施策の指標

▣ 施策がめざす基本的方向

バリアフリー対策を推進し、誰もが暮らしやすいユニバーサルデザインを意識した環

境づくりを図ります。
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担当課：公共施設管理担当課、学校教育課ほか

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.141 バリアフリーの推進

方 針

関係機関と連携し、大規模改修の機会などを捉え施設のバリアフリー化を推進

するとともに、高齢者や障がい者などへの理解を深め、支えあう「心のバリアフ

リー」についても推進します。

主な事業
● 公共施設のバリアフリー化の推進

● バリアフリーに関する広報啓発活動の推進

● バリアフリーに関する学習機会や情報の提供

施 策 NO.142 ユニバーサルデザインの推進

方 針 ユニバーサルデザインの理念に基づき新たな施設整備や取組を推進します。

主な事業 ● ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの推進

▣ 用語解説

l バリアフリー

障がいのある人や高齢者だけではなく、あらゆる人が社会に参加・生活をしていくうえで、

生活のなかで不便を感じる障壁(バリア)をなくすこと。

バリアには、

①公共交通機関、道路、建物などにおいて、段差や狭い道路などの物理的なバリア

②社会のルールや制度により、学校や就職の際に障がいを理由に受験や免許の付与の制限

をする制度的なバリア

③情報の伝え方が不十分で、必要な情報が平等に得られない文化情報面でのバリア

④障がいのある人や高齢者などに対する理解不足からくる心のバリア

の４つがあります。

l ユニバーサルデザイン

文化・言語・国籍や年齢・性別などの違い、障がいの有無や能力差などを問わずに利用で

きるすべての人の使い勝手のよさをめざしたデザイン。
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▲八街駅南口防犯ボックスとセーフティアドバイザー

▲消防出初式
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l 警察や消防・救急体制の強化された、災害に強く、犯罪や交通事故の少ない街

l 市民の自主的な活動や、市民と行政の協働による地域安全ネットワークが形成され

た、防犯・防災体制の充実した街

交通安全の推進・・・・・・・・・・・・・・７０

消防・救急体制の充実・・・・・・・・・・・７２

防災体制の充実・・・・・・・・・・・・・・７４

防犯施策の充実・・・・・・・・・・・・・・７６

消費者行政の充実・・・・・・・・・・・・・７８
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めざします！安全で安心な街（テーマ：防災・消防・安全分野）

交通安全の推進

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「交通安全の推進」に関

する市民満足度
19.9％

交通安全意識の向上及び交通

安全環境の充実により、満足度

の向上を図ります。

人口10,000人当たりの交

通事故発生件数
34.6 人

各種交通安全活動の実施によ

り、交通事故発生件数の 13％

減少をめざします。

交通安全教室の参加人数 4,518 人 4,560 人
児童・生徒・高齢者に対する交

通安全教育の向上を図ります。

l 本市の交通事故発生件数は 2005 年の 599 件と比べ、2018 年には 236 件と減少傾向にあり

ますが、人口 10,000 人当たりの交通事故発生件数は 34.6 件と千葉県平均発生件数 27.7 件

と比べて多い状況にあります。

l 交通事故原因の多くは安全不確認、前方不注意、動静不注視といった基本的な安全意識の

欠如によるものです。

l 全国的な高齢化の中、高齢者の痛ましい交通事故の増加が懸念されます。

l 専門知識を持つ警察や交通安全団体などの関係機関と協力しながら、家庭、学校、地域と

の連携による交通安全意識の普及啓発活動を推進していく必要があります。

l 交通事故は、自動車運転者に留まらず、歩行者や自転車運転者が犠牲となるケースもあり

ます。円滑な道路交通と交通安全を確保するため、歩道、道路照明、注意喚起看板、カー

ブミラーなどの交通安全施設を計画的に整備していくとともに、危険箇所などへの信号機

設置や交通規制強化について関係機関に強く要請していく必要があります。

▣ 現状と課題

▣ 施策の指標

▣ 施策がめざす基本的方向

市民一人ひとりの交通安全意識を高めるとともに、関係機関との連携により交通事故

のない安全なまちをつくります。
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担当課：防災課、道路河川課

交通安全教室

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.211 交通安全意識の向上

方 針
交通安全意識を高めるため、関係機関と連携し交通安全教育の普及啓発を推進

します。

主な事業 ● 交通安全運動の推進 ● 交通安全教室の開催

施 策 NO.212 交通安全環境の充実

方 針
交通安全施設を計画的に整備・更新するとともに、信号機設置や交通規制強化

など交通安全環境の改善に向けた取組を関係機関に要請します。

主な事業 ● 交通安全施設の整備 ● 信号機設置や交通規制強化の要請

▣ 用語解説

l 交通安全施設

道路標識、信号機、カーブミラーなど交通の安全と円滑、交通公害防止のために設置する

施設。
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めざします！安全で安心な街（テーマ：防災・消防・安全分野）

消防・救急体制の充実

▣ 現状と課題

l 本市の消防・救急体制は、佐倉市、酒々井町との広域的な取組として「佐倉市八街市酒々

井町消防組合」を組織しており、市内には八街消防署及び南部出張所が設置されています。

l 消防署に最も期待されることは、火災や救急発生時における即応体制であり、そのために

は人員体制のほか施設、設備、装備などの充実を図る必要があります。

l 救急医療体制については、千葉県や周辺地域との連携により、第 1次救急医療体制として

成田市急病診療所や印旛市郡小児初期急病診療所を開設しているほか、第 2 次救急医療体

制として市内の新八街総合病院、海保病院を含む印旛管内の医療機関による輪番制による

診療体制を整えています。また、重篤患者に対応できる第 3次医療体制としては成田赤十

字病院、日本医科大学付属千葉北総病院が指定されており、ドクターヘリによる迅速な搬

送が可能となっています。

l 消防団については、火災の発生に加え、大規模災害が発生した際の防災活動や住民への避

難支援など大きな成果を挙げており、地域消防力の要として活躍していますが、就業構造

の変化などに伴い消防団員数は減少傾向にあり、地域消防の観点からも消防団員の確保に

努める必要があります。また、消防施設や設備を計画的に整備し、地域消防力の強化を図

る必要があります。

l 消防団員数が減少する一方で、2016 年には新たに「八街市消防団女性消防班」が結成され、

火災予防の広報、応急手当の普及及び啓発など女性ならではの視点を生かした活動で活躍

しています。新たな消防団活動の担い手である女性消防班の輪が広がる取組や活動を支援

する必要があります。また、消防団を引退した方がその豊富な経験を活かして、無理のな

い範囲で特定の消防団活動に参加する「機能別団員」制度についても導入しました。この

ような新たな取組により、地域消防において重要な役割を担う消防団員を確保していく必

要があります。

▣ 施策がめざす基本的方向

消防機能、火災予防体制、救急・救命体制の充実など消防・救急体制を充実します。
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担当課：防災課

▣ 後期基本計画期間の取組

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「消防・救急体制の充実」

に関する市民満足度
45.9％

消防・救急体制、消防団活動

の充実により、市民満足度

の向上を図ります。

消防署の出動要請があっ

た際の出動率
100％ 100％

迅速な消火活動と消防救急

活動をめざします。

消防団員数 411 人 438 人
活動しやすい環境を整備

し、消防団員の確保を図り

ます。

施 策 NO.221 消防・救急体制の充実

方 針 火災や救急発生時に迅速に対応できる消防・消防救急体制の充実を図ります。

主な事業 ● 佐倉市八街市酒々井町消防組合の運営

施 策 NO.222 消防団活動の充実

方 針
消防団員の確保や女性消防班の活動支援を図るほか、消防施設や設備の計画的

な整備を推進します。

主な事業
● 八街市消防団の運営 ● 女性消防班の活動支援

● 消防施設や設備などの整備

▣ 用語解説

l 第 1次・第 2次・第 3次救急体制

第 1次救急体制は、休日や夜間の救急患者の診療します。第 2次救急体制は、救急車によ

り直接、または第 1次救急医療機関から転送されてくる重症救急患者に対応します。第 3

次救急体制は、重篤の救急患者の対応に当たります。

▣ 施策の指標
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めざします！安全で安心な街（テーマ：防災・消防・安全分野）

防災体制の充実

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「防災体制の充実」に関

する市民満足度
28.9％

災害予防対策及び災害応急対

策の推進により市民満足度の

向上を図ります。

自主防災組織のカバー率 28.5％ 45.1％
区・自治会に対して、共助の

重要性を説明し、組織の増加

を図ります。

防災備蓄倉庫の設置件数 24 か所 29 か所
指定避難場所 29 か所全てに備

蓄倉庫の設置をめざします。

▣ 施策がめざす基本的方向

市民と行政が協力して、市民の生命、財産を守ることのできる災害に強い体制づくり

を図ります。

▣ 現状と課題

l 2011 年の東日本大震災や 2019 年 9 月から 10 月にかけて関東、東北地方に甚大な被害をも

たらした台風 15 号(令和元年房総半島台風)、19 号(令和元年東日本台風)などの大規模自

然災害の発生により、市民の防災に対する意識は高まっており、防災・減災対策を進め、

地域の強靱化を推進していく必要があります。

l 本市では、「八街市地域防災計画」に基づき、計画的に災害対策の充実に努めています。

l 大規模自然災害の発生に備え、防災拠点となる市役所第 1庁舎の耐震補強、防水改修、外

壁改修などの耐震化工事を実施したほか、民間住宅についても耐震診断や耐震改修工事を

推進しています。また、防災備蓄倉庫を計画的に整備しているほか、関係団体と災害時に

おける物資支給や福祉避難所の設置に関する協定を締結し協力体制を整えています。

l 災害発生時は的確な応急対応が重要であり、地域での助け合いを目的とする自主防災組織

などを結成し、日頃から防災知識の習得や防災訓練などを継続的に行うなど、災害時にお

ける協力体制を整えておく必要があります。

▣ 施策の指標
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担当課：防災課、都市計画課

八街市と千葉県トラック協会印旛支部との「災害時に

おける緊急物資輸送に関する協定」締結式

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.231 災害予防対策の推進

方 針
防災意識の高揚を図るとともに、住宅施設の耐震化など災害に強いまちづくり

を推進します。

主な事業 ● 防災意識の啓発 ● 住宅耐震化の促進

施 策 NO.232 災害応急対策の推進

方 針
防災拠点の機能強化を図るとともに、地域や関係団体と協力して、災害発生時

に的確な応急対応ができるよう災害に強い体制づくりを推進します。

主な事業
● 地域防災計画の推進 ● 自主防災組織の設立支援

● 防災拠点や防災備蓄倉庫などの整備 ● 情報連絡体制の充実

▣ 部門別計画

l 八街市地域防災計画（2018 年度～2022 年度）

l 八街市耐震改修促進計画(2017 年度～2020 年度)

▣ 用語解説

l 自主防災組織

地域住民が平常時からお互いに協力し合い、「自分たちのまちは自分たちで守る」ことを目

的に結成される防災組織。

l 福祉避難所

災害時における避難所の生活において、高齢者、障がい者、妊産婦など特別な配慮が必要

な方とその家族を受け入れる避難所。



- 76 -

めざします！安全で安心な街（テーマ：防災・消防・安全分野）

防犯施策の充実

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「防犯施策の充実」に関

する市民満足度
26.8％

防犯施設の充実及び防犯意識

の向上と活動の推進により市

民満足度の向上を図る。

自主防犯組織設立数 14 団体 16 団体
地域住民による防犯活動を支

援します。

人口 10,000 人当たりの

刑法犯認知件数
69.3 人

各種防犯活動の実施により、刑

法犯認知件数の 24％減少をめ

ざします。

▣ 施策がめざす基本的方向

犯罪のない明るく住みよいまちづくりをめざし、関係機関と連携した犯罪の防止や地

域の自主的な防犯活動を支援します。

▣ 現状と課題

l 本市では、新たな防犯施策として防犯ボックスや防犯カメラを設置したほか、市内防犯灯

をＬＥＤ化するなど犯罪のない明るいまちづくりに積極的に取り組んでいます。

l 市内には佐倉警察署八街幹部交番をはじめ、5か所の警察施設がありますが、市民の生命、

身体、財産を守るためには、八街幹部交番の警察署への格上げをはじめとする警察体制の

強化を図る必要があります。

l 防犯対策を推進するには、市民、警察、行政が連携し、地域が一体となって防犯体制を強

化していく必要があります。

l 特に、児童生徒を犯罪から守るためには、警察、行政、学校や保護者だけではなく、地域

ぐるみでの見守りや防犯体制の構築が必要です。

l 犯罪のないまちづくりには、市民をはじめとしたさまざまな主体が活躍する自主防犯組織

による活動が重要ですが、社会変化や価値観の多様化などによる地域社会の連帯意識の希

薄化、就労環境の変化、構成員の高齢化などにより地域の担い手不足が課題となっていま

す。防犯啓発運動などにより防犯意識の向上を図り、防犯活動団体の結成促進を図るとと

もに、その活動を支援する取組が必要です。

▣ 施策の指標
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担当課：防災課、社会教育課

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.241 防犯施設の充実

方 針
警察署の設置など警察力の強化を関係機関に要請するほか、防犯施設や設備の

充実を図ります。

主な事業 ● 警察力強化の要請 ● 防犯ボックスの運営 ● 防犯設備の設置

施 策 NO.242 防犯意識の向上と活動の推進

方 針
防犯意識の向上を図り、自主防犯組織の設立や活動を支援するほか、関係機関

との連携により地域防犯体制の確立を図ります。

主な事業
● 防犯啓発運動の推進 ● 自主防犯組織の設立支援

● こども 110 番の家事業の支援

▣ 用語解説

l 防犯ボックス

地域防犯の核となるよう、店舗の駐車場や駅前ロータリーなどに設置した防犯施設。

l 自主防犯組織

地域住民が平常時からお互いに協力し合い、防犯パトロールや児童などを犯罪から守るた

めの活動を実施するために結成される防犯組織。

l 刑法犯認知件数

警察などの捜査機関によって、 殺人、強盗、窃盗など刑法などの法律に規定する犯罪の発

生が認知された件数
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めざします！安全で安心な街（テーマ：防災・消防・安全分野）

消費者行政の充実

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「消費者行政の充実」に

関する市民満足度
18.3％

消費者相談の充実及び消費者

意識の向上により市民満足度

の向上を図ります。

消費生活相談件数 721 件 962 件

市民の身近な相談窓口として、

消費生活センターの周知徹底

を図り、市民の安全安心をめざ

します。

消費者教育に関する出前

講座・フォーラムの参加

人数

328 人 713 人

消費者問題に関心を持ち、知識

を深めてもらうための学習機

会を提供し、基本的知識の習得

や問題意識の高揚を図ります。

▣ 施策がめざす基本的方向

市民が安心して消費生活を送れるよう消費者対策を充実します。

▣ 現状と課題

l ＩＣＴ(情報通信技術)の進歩や消費に関する価値観の多様化などに伴い、消費者問題も複

雑かつ多様化しています。

l 高齢者を狙った詐欺的な手口や社会経験が浅い若者が悪質商法の被害に遭うケースが増え

ており、八街市消費生活センターにおける相談件数は年々増加傾向にあります。

l 消費者を取り巻く環境は日々変化しており、消費者トラブルを未然に防止するためには、

出前講座などの開催により消費者意識の向上を図る必要があります。

l 複雑・多様化する消費者トラブルに的確に対応できるよう消費生活相談の専門性を高める

ほか、関係機関との連携による消費者対策の強化を図る必要があります。

▣ 施策の指標
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担当課：商工観光課

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.251 消費者相談の充実

方 針
市民の身近な窓口として、複雑・多様化する消費者トラブルに的確に対応でき

るよう消費生活センターの機能強化を図ります。

主な事業 ● 消費生活センターの充実

施 策 NO.252 消費者意識の向上

方 針
さまざまな広報媒体を活用し、必要な消費者情報を迅速かつ効率的に周知する

ほか、出前講座などの開催により消費者教育を推進します。

主な事業 ● 啓発活動の推進 ● 消費者教育の推進

▣ 用語解説

l ＩＣＴ(情報通信技術)

インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジーの略。インターネットや携帯電

話の普及など情報通信技術が進歩する中で、世代や地域を越えて人と人を結ぶなどコミュ

ニケーションにも着目した用語。

l 出前講座

まちづくりに関する仕組みや制度あるいは生活に役立つ知識について、学びたいと思う市

民を対象に、市職員が各地に出向いて説明する講座。
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▲川上幼稚園運動会

▲グラウンド・ゴルフで健康づくり

▲やちまたふくしフェスタ
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l 誰もが、住みなれた地域で生涯にわたりいきいきと暮らすことのできる街

l 地域の福祉力を高め、地域で支えあいながら、市民、民間、行政が連携して福祉の充

実を推進していく街

生涯にわたる健康づくり・・・・・・・・・・８２

地域で支えあう福祉の推進・・・・・・・・・８４

笑顔あふれる子育てへの支援・・・・・・・・８６

生きがいに満ちた高齢者福祉の充実・・・・・８８

ぬくもりのある障がい者福祉の充実・・・・・９０
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生涯にわたる健康づくり

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「生涯にわたる健康づく

り」に関する市民満足度
32.1％

健康づくり、地域医療体制の推

進及び医療保険制度の適正な

運営により市民満足度の向上

を図ります。

65 歳における平均自立期間

※65 歳の時点において、その後自立

した生活を送ることが期待できる

期間

男性 16.47 年

女性 19.16 年

(※2015 年)

市民一人ひとりが、生涯にわたり

生きがいをもって、心身ともに自

立した生活ができるように支援す

ることにより 65 歳における平均

自立期間の延伸を図ります。

特定健康診査受診率 35.0％ 60.0％
生活習慣病の予防をめざし、受

診率の向上を図ります。

l 本市では、2018 年「八街市健康プラン」を策定し、健康づくりを市民や地域、関係機関、

行政などが連携して取り組むことを推進しています。

l 健康づくりは生涯を通じて行う必要があり、自らが主体的に行うこと、また、地域と連携

しながら年代ごとの健康課題に適切に対応していくことが重要であることから、市民の健

康づくりを継続的に支援することが求められています。

l 救急医療体制については、周辺自治体との連携により、第 1次・第 2次・第 3次各種医療

体制が整えられていますが、市民が安心して医療サービスを受けるためには医師会、医療

機関、行政などの関係機関が連携した地域医療体制の充実を図る必要があります。

l 国民健康保険制度は、保険給付事業のほか、主に生活習慣病防止を目的とした特定健康診

査を実施するなど健康の維持・増進に取り組んでいますが、事業の維持継続の観点からも

適正な事業運営に努める必要があります。

市民の健康管理の支援と保健サービスの充実を図り、「健康安全都市宣言」の実現に

努めるとともに、地域医療体制の充実、国民健康保険制度の健全運営を図ります。
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担当課：健康増進課、国保年金課

施 策 NO.311 健康づくりの推進

方 針
生涯にわたる健康づくりを推進し、心身の健康管理と保健サービスの充実を図

ります。

主な事業
● 健康づくりの推進 ● 健康教育・健康相談の推進

● 各種がん検診・健康診査の推進 ● 各種予防接種の推進

施 策 NO.312 地域医療体制の推進

方 針
関係機関と連携し、市民が身近で安心して利用できる医療体制の推進に努めま

す。

主な事業 ● 印旛市郡小児初期急病診療所・成田市急病診療所の運営支援

施 策 NO.313 医療保険制度の適正な運営

方 針
保険給付事業や特定健康診査などを実施するほか、国民健康保険制度の適正な

運営に努めます。

主な事業
● 特定健康診査・特定保健指導の推進 ● 保険給付事業の実施

● 国民健康保険事業の適正運営 ● 後期高齢者医療事業の適正運営

l 八街市健康プラン（2018 年度～2027 年度）

▣ 用語解説

l 生活習慣病

食生活、運動、休養のとり方、喫煙、アルコール、歯磨きなどの毎日の生活習慣が病気の

発症や進行に大きな影響をおよぼす疾病。がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧、

脂質異常症などがある。

l 特定健康診査

生活習慣病の予防のために４０歳から７４歳までの方を対象にしたメタボリックシンドロ

ームに着目した健康診査。
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地域で支えあう福祉の推進

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「地域で支えあう福祉の推

進」に関する市民満足度
22.5％

地域福祉の推進、生活の安

定・自立への支援、国民年金

制度の推進により市民満足

度の向上を図ります。

地域福祉計画の策定 － 策定
2024 年度末までの策定をめ

ざします。

就労支援による生活保護

延べ廃止件数
３件 ９件

被保護者自立相談支援を利

用し、自分にできる仕事を見

つけ、就労により自立した生

活ができるように支援しま

す。

地域で安心して生活できるよう市民みんなで支えあう福祉のネットワークを構築しま

す。また、支援を必要とする世帯の自立を促進し、生活の安定に努めます。

l 少子高齢化や核家族化、価値観の多様化などを理由に地域のつながりの希薄化が進み、家

族や地域でお互いに支えあう相互扶助の意識と機能が低下しつつあります。

l 多様化する福祉ニーズに対応するためには、民生委員・児童委員をはじめ、社会福祉協議

会やボランティア団体など地域で活躍する人材や関係団体を支援するとともに、協働の体

制や仕組みづくりを計画的に推進する必要があります。

l 近年、社会環境の変化や高齢化の進行などにより、生活保護世帯や生活困窮者は増加の傾

向にあります。支援を必要としている方に対して適切な対応に取り組むとともに、就労や

自立に向けた支援を充実する必要があります。

l 国民年金制度は、将来の年金制度の不安から若い世代を中心とした年金未加入や保険料不

払いといった「年金離れ」が深刻な問題となっています。国民年金制度の業務を適切に実

施するとともに、社会保障制度としての理解を促し、制度の周知を図る必要があります。
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担当課：社会福祉課、国保年金課

施 策 NO.321 地域福祉の推進

方 針
地域で活躍する人材や関係団体などの福祉活動を支援するとともに、協働の体

制や仕組みづくりを計画的に推進します。

主な事業
● 民生委員、社会福祉協議会などへの活動支援

● 地域福祉活動の育成・支援 ● 地域福祉計画の策定

施 策 NO.322 生活の安定・自立への支援

方 針
支援を必要としている方に対し、個々の状況に応じた適切な対応を実施すると

ともに、就労や自立に向けた支援の充実を図ります。

主な事業 ● 生活保護の適切な実施 ● 生活困窮者への自立相談支援

施 策 NO.323 国民年金制度の推進

方 針
国民年金制度の業務を適切に実施するとともに、制度への理解と関心を高める

ため、相談業務の充実や周知活動を推進します。

主な事業
● 国民年金制度の業務の適切な実施

● 国民年金制度への理解促進による未加入防止

▣ 用語解説

l 民生委員

社会福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を

行う民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員。

l 地域福祉計画

地域福祉推進の主体である地域住民などの参加を得て、地域生活における課題を明らかに

するとともに、その解決のために必要となる施策の内容や量、体制などについて、庁内関

係部局はもとより、多様な関係機関や専門職も含めて協議のうえ、目標を設定し、計画的

に整備していくことを内容とする計画。
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笑顔あふれる子育てへの支援

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「笑顔あふれる子育てへの

支援」に関する市民満足度
21.5％

子ども自身の育ちの支援及び子育

て家庭と親の育ちへの支援により

市民満足度の向上を図ります。

保育所待機児童数 44 人 0 人
保育所の計画的な整備や改修

により、待機児童の解消をめざ

します。

子育て支援センタ－利用

者数
5,611 人 6,725 人

妊娠から育児まで切れ目ない

総合的な支援を推進します。

安心して子どもを産み、育てることができるよう子育てのしやすいまちづくりを進め

ます。

l 本市の 2017 年の合計特殊出生率は 1.07 と全国、千葉県平均と比べても低い水準にあり、

また、15歳未満の年少人口についても減少傾向にあります。

l このような状況を打開するため、ファミリーサポートセンターの設置、認定こども園・小

規模保育事業所の開設・運営の支援、全小学校区の放課後児童クラブの設置など多様な子

育て支援策を推進し、子どもを産み、育てやすい環境づくりに取り組んでいます。

l 核家族化や地域のつながりの希薄化に伴い、子育てに対する不安感や孤独感を持つ親が増

加していることから、安心して子育てができる環境づくりが求められています。

l 就労形態の変化や女性の社会進出に伴い、多様化する子育て支援へのニーズに対応できる

保育サービスや若い世代を中心に結婚、出産、子育ての希望を叶えるまちづくりが求めら

れています。

l 子育て家庭への支援や子どもの健全育成の促進を図るため、子育てに関する経済的負担の

軽減が求められています。

l 個人の人権に対する最大の侵害である児童虐待は、どのような形であっても、また、どの

ような理由であっても許されるものではなく、発生予防、早期発見、早期対応に取り組む

必要があります。
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担当課：子育て支援課、健康増進課

施 策 NO.331 子ども自身の育ちへの支援

方 針
子どもの健やかな育ちを支援するため、多様な利用者ニーズに即した保育サー

ビスの充実を図ります。

主な事業
● 保育サービスの推進 ● 認定こども園の運営支援

● 小規模保育所の設立・運営支援

施 策 NO.332 子育て家庭と親の育ちへの支援

方 針

子育てに対する不安や悩みを軽減するため、子育て情報の提供や相談の場づく

りなど子育て支援に取り組むとともに、児童手当の支給や子ども医療費の一部

助成を通じて子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。また、児童虐待の発

生予防、早期発見、早期対応に努めます。

主な事業

● 子育て支援の推進 ● 児童館の整備・充実

● 児童手当の支給 ● 子ども・高校生等医療費助成の充実

● 子育て世代包括支援センタ－の開設 ● ひとり親家庭への自立支援

● 児童虐待についての相談・支援体制の充実

▣ 用語解説

l 児童館

児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的として

設置される屋内型児童厚生施設。

l 認定こども園

幼稚園及び保育所などにおける小学校就学前の子供に対する保育及び教育並びに保護者に

対する子育て支援の総合的な提供を行う施設。

l ファミリーサポートセンター

「子育てのお手伝いをしたい」、「子育ての手助けをしてほしい」人たちが会員となり、子

育てが大変なときに地域で支援しあうシステム。

l 第 2期八街市子ども・子育て支援事業計画（2020 年度～2024 年度）
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生きがいに満ちた高齢者福祉の充実

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「生きがいに満ちた高齢

者福祉の充実」に関する

市民満足度

20.6％

社会参加と生きがいづくりの支

援、生活支援サービス、介護保険

サービスの充実及び地域包括ケア

システムの推進により市民満足度

の向上を図ります。

シニアクラブ参加人数 1,495 人 1,800 人
高齢者の社会参加を促進し

ます。

出張介護予防教室開催回

数
179 回 200 回

教室の開催支援により、市民全

体の介護予防の取組の充実を

めざします。

高齢者が生きがいを持ち、安心して元気に暮らせるよう、生きがいづくり、就労、介

護保険サービスの充実などを図ります。

l 本市の高齢者数、高齢化率は 2015 年には 18,009 人、24.6％であったものが、2019 年には

20,462 人、29.3％と加速度的に進行しています。また、社会環境などの変化により、ひと

り暮らしの高齢者や高齢夫婦の世帯数及び要支援・要介護認定者数も増加傾向にあります。

l 高齢者が地域の中で役割を持ち、健康で生きがいを持って過ごすことは、これからの労働

人口の減少を補い、地域の活力を維持していくためにも重要です。高齢者の交流や健康づ

くり活動など生きがいづくり・社会参加への支援の充実が求められています。

l 近年では、ひとり暮らし高齢者の孤立死も大きな社会問題となっています。行政や自治会

などが事前に情報を把握できないケースもあることから、地域や関係事業者などとの連携

を強化し、高齢者の日常生活の支援や見守りを充実していく必要があります。

l 高齢化の進行とともに、介護が必要となる高齢者の増加が見込まれます。介護が必要な状

態になったとしても、適切な介護サービスを安心して受けることができる体制や支援が求

められており、また、介護者を支援する取組も必要です。

l 住み慣れた地域でいつまでも生活できるよう医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が

一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の深化・推進を図る必要があります。
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担当課：高齢者福祉課、老人福祉センター、商工観光課

施 策 NO.341 社会参加と生きがいづくりの支援

方 針
高齢者一人ひとりが、地域社会の一員として豊富な経験や持てる知識を活かし、

生きがいを持って社会参加することができる環境づくりに努めます。

主な事業 ● 生きがい活動の充実 ● 生きがい活動の場の確保

● シルバー人材センターの運営支援

施 策 NO.342 生活支援サービスの充実

方 針
高齢者が地域活動を通じ、互いが支えあうことで安全・安心な日常生活を営む

ことができる環境づくりに努めます。

主な事業 ● 高齢者の見守り支援 ● 外出支援の推進

施 策 NO.343 介護保険サービスの充実

方 針
介護を必要とする高齢者が、それぞれの状況や希望に応じて必要なサービスを

利用し、安心して暮らせるよう介護保険サービスの充実と適正化を図ります。

主な事業 ● 介護保険サービスの推進 ● 介護保険サービス基盤の整備

● 情報提供の充実 ● 相談体制の充実 ● 介護サービスの質的向上

施 策 NO.344 地域包括ケアシステムの推進

方 針
高齢者が病気や介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を続け

ることができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援を一体として提

供する「地域包括ケアシステム」を推進します。

主な事業 ● 地域ケア会議の運営 ● 在宅医療・介護の連携推進

● 介護予防・生活支援サービスの推進 ● 認知症施策の推進

● 支えあうための地域づくりの推進

l 八街市高齢者福祉計画（2018 年度～2020 年度）

▣ 用語解説

l 要支援状態

家事や身支度などの日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態。

l 要介護状態

寝たきりや認知症などで常時介護を必要とする状態。
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ぬくもりのある障がい者福祉の充実

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「ぬくもりのある障がい

者福祉」に関する市民満

足度

15.8％
自立と社会参加の促進及び障がい

者福祉サービスの充実により市民

満足度の向上を図ります。

就労移行支援・就労継続

支援事業所の数
7か所 10 か所 就労機会の充実を図ります。

障害福祉サービスを活用

した延べ利用人数
11,191 人 12,020 人

日常生活の支援をするととも

に、自立と社会参加の促進を図

ります。

ノーマライゼーション理念の普及を推進し、市民の理解と地域での支えあいにより、

障がいのある人の社会参加と自立を進めます。また、在宅サービスを充実し、地域で

の生活支援体制づくりを進めます。

l 国では、2016 年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、障が

いを理由とする差別の解消が推進されているほか、2018 年には「障害者総合支援法」及び

「児童福祉法」が一部改正され、障がいのある人が望む地域生活の支援や障がい児支援の

ニーズの多様化へのきめ細かな対応を行うこととされました。

l 障がいのある人がともに地域で生活することについて、市民の理解と地域の支えあいを深

めるノーマライゼーションの理念の普及啓発や児童生徒への福祉教育を推進する必要があ

ります。

l 障がいのある人について、就労支援するとともに就労する施設などの仕事の確保により、

就労機会の拡充を図る必要があります。

l 障がいのある、なしに関わらず、日々の生活を送るうえで、生活のしづらさを抱えている

子どもについて、早期に生活のしづらさを発見し、早期支援を行うことにより、誰もが同

じように地域の中で、日常生活や社会生活を営むことができるよう、関係機関と連携を図

る必要があります。また、地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるので

はなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高めあうことができる「地域共生社会の

実現」に向けた取組が必要です。

l 障がい福祉サービスは、利用者の希望などを考慮し、個々のケースに応じて必要とされる

適切なサービスが求められています。また、障がい福祉サービスの提供量の確保、質的向

上とともに多様化するニーズに対応するための支援の充実が求められています。



- 91 -

担当課：障がい福祉課、学校教育課、子育て支援課、つくし園、企画政策課

施 策 NO.351 自立と社会参加の促進

方 針

ノーマライゼーションの理念を普及啓発し、障がいのある人の自立と社会参加

の促進を図ります。また、障がいを持った子どもについて、それぞれの状況に応

じたきめ細かな支援に努めます。

主な事業
● 啓発・広報の充実 ● 地域福祉活動の推進 ● 就労機会の拡充

● 保育・教育・学習の充実

施 策 NO.352 障がい者福祉サービスの充実

方 針

障がいのある人の多様なニーズに対応するため、障がい福祉サービスの量的、

質的向上を図ります。また、障がいのある人に相談や助言、情報提供などを総合

的に支援できる体制や拠点の構築を推進します。

主な事業
● 福祉サービスの充実 ● 経済的支援の充実 ● 外出・意思疎通支援の充実

● 基幹相談支援センタ－の設置 ● 地域生活支援拠点の構築

l 八街市障害者基本計画・障害福祉計画（2015 年度～2020 年度）

l 第５期八街市障害福祉計画 (2018 年度～2020 年度)

l 第１期八街市障害児福祉計画 (2018 年度～2020 年度)

▣ 用語解説

l ノーマライゼーション

障がいのある人などを特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような

条件を整えるべきであり、ともに生きる社会こそノーマルな社会であるとする考え。



- 92 -

▲カタクリ群生地

▲根古谷区の風景

▲寝釈迦
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l 恵まれた豊かな自然環境を守り、いつでも自然とふれあうことのできる街

l 市民一人ひとりが自然を大切にしていく、自然環境にやさしい街

緑の保全と創出・・・・・・・・・・・・・・９４

生活環境の整備・・・・・・・・・・・・・・９６

循環型社会の推進・・・・・・・・・・・・・９８
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めざします！豊かな自然と共生する街（テーマ：生活環境分野）

緑の保全と創出

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「緑の保全と創出」に関

する市民満足度
29.1％

里山の保全と再生及び公

園・緑地の整備により市民満

足度の向上を図ります。

里山の再生面積 － 1.50㌶
里山の保全により、良好な住

環境の確保及び森林機能の

発揮を図ります。

公園施設の改修率 36.0％ 100％
適正な維持管理や施設改修

により、市民の憩いの場づく

りを推進します。

▣ 施策がめざす基本的方向

豊かな自然を次の世代に継承できるよう、市民参加による自然環境の保全と再生に努

めるともに、自然とふれあえる場の創出に努めます。また、魅力ある公園整備と公園

管理の充実を図ります。

l 本市は、市面積全体のうち約 6割が田畑や林地、その他が市街地と豊かな自然に恵まれた

環境にあります。しかしながら、宅地化の進展や農林業従事者の減少、高齢化などを理由

に、農地や山林は減少傾向にあるほか、手入れの行き届かない田畑や林地が増加するなど

身近な自然環境が大きく変わってきています。

l 公園は、市民の憩いの場であるとともに、避難所や市街地における緑地保全などさまざま

な機能を有しています。本市では、都市公園 13か所、児童遊園 15 か所を設置しています。

l 自然環境の保全や再生については、市民、事業者が意識を高め、自主的に取り組むことが

重要であり、そのための環境整備や仕組みづくりが必要です。

l 公園施設について、適正な維持管理や施設の改修が必要です。

l 公園や緑地について、地域と一体となった活用を図るとともに、地域による自主管理や地

域との連携による取組が必要です。

▣ 現状と課題

▣ 施策の指標
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担当課：農政課、都市整備課

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.411 里山の保全と再生

方 針

自然への理解を深め、多様な生命を尊重する自然保護意識の普及啓発に努めま

す。また、市民や事業者の自主的な活動を支援する環境整備や仕組みづくりに

より、里山の保全と再生に取り組みます。

主な事業 ● 里山再生活動団体への支援 ● 森林の再生事業

施 策 NO.412 公園・緑地の整備

方 針

公園施設について、適切な維持管理を計画的に行い、安全性・快適性の確保を図

ります。また、公園や緑地については、市及び地域が主体となり、相互に連携を

図って維持管理に努めます。

主な事業 ● 公園・緑地の管理 ● 公園施設の整備 ● 公園管理サポーター制度の推進

▣ 部門別計画

l 八街市森林整備計画（2018 年度～2027 年度）

▣ 用語解説

l 里山

人里近くの樹林地またはこれと草地、湿地、水辺地が一体となった土地。

l 緑地

交通や建物など特定の用途によって占有されない空地を空地のまま存続させることを目的

に確保した土地

l 都市公園

地方自治体が都市計画区域内に設置し、都市公園法に定められる公園または緑地。
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めざします！豊かな自然と共生する街（テーマ：生活環境分野）

生活環境の整備

▣ 施策がめざす基本的方向

定住を促進する質の高いゆとりある住宅の供給を誘導するとともに「住生活基本計

画」に基づき良質な住宅、住宅地の整備・充実を図ります。居住環境の向上のため安

全で良質な上水の安定的な供給、公共下水道の整備、水洗化の促進などを図るととも

に、安全なまちづくりに向けて雨水対策を推進します。また、公害の発生を未然に防

止するとともに、公害が発生した場合においては、早期対応、早期解決を図ります。

l 本市の住宅状況は、2018 年の所有関係では持ち家率が 79.1％、建て方では一戸建住宅が

84.6％を占めています。また、空き家率(推計値)は 13.3％と比較的低い水準となっていま

すが、近年では適切な管理がされていない空き家が増えてきており、住環境の問題に留ま

らず安全面からも地域住民の生活に深刻な影響を及ぼす社会問題となっています。

l 本市では、2019 年 3 月現在で市営住宅を 8か所、421 戸を管理していますが、経年による

老朽化から住宅の維持・修繕を優先的に実施しており、県営住宅や民間賃貸住宅の状況な

どを踏まえ、今後のあり方について検討する必要があります。

l 本市の上水道普及率は 52％となっています。今後、人口減少などに伴い、料金収入の減収

が見込まれるほか、老朽管や老朽施設の更新、さらには地震などの災害に強い水道施設の

整備を計画的に推進する必要があり、将来に渡って水道を安定的に供給するためには中長

期的な視点に立って水道経営の基盤強化、財政健全化に努める必要があります。

l 汚水対策としての下水道は、「汚水適正処理構想」による計画区域 594 ヘクタールのうち

447.1 ヘクタールが供給開始区域となっており、早期の整備完了をめざしていますが、市

街地の形成状況、人口の状況及び財政事情などの社会経済情勢を考慮したうえで適正に下

水道整備を推進する必要があります。また、下水道計画区域外の地域においては、未処理

放流を解決するため、高度処理型の合併浄化槽の設置費用の一部を補助するなど普及促進

に努めています。

l 雨水対策として、大池第三雨水幹線の整備が完了しましたが、近年増加しているゲリラ豪

雨などの異常気象に対応するため、調整池などの排水施設や流出抑制施設の整備を計画的

に推進する必要があります。また、開発行為では、浸透施設設置の促進を図る必要があり

ます。

l 公害については、市民意識を高める啓発活動による防止を図るほか、環境調査の実施など

により実態の把握に努め、適切な改善指導に努める必要があります。

▣ 現状と課題
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担当課：都市計画課、水道課、下水道課、環境課、道路河川課、企画政策課

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.421 住環境の充実

方 針
空き家対策を推進し、良好で安全な居住環境の充実を図ります。また、市営住宅

については、整備改修を計画的に実施するとともに住宅機能の向上を図ります。

主な事業 ● 住宅施策の推進 ● 空き家対策の促進

施 策 NO.422 上水道の安定供給

方 針
配水管や配水施設の更新を計画的に実施するとともに、水道経営の基盤強化や

財政健全化に努め、上水道の安定供給を図ります。

主な事業
● 水源保全の推進・水質管理体制の強化

● 水道施設などの更新と耐震化 ● 経営基盤の強化

施 策 NO.423 汚水・雨水の適正処理

方 針
汚水対策として、下水道の整備を計画的に推進するとともに、下水道計画区域

外においては合併浄化槽の設置を促進します。また、雨水対策として排水施設

などの整備を計画的に推進します。

主な事業
● 公共下水道の整備 ● 合併処理浄化槽設置の促進

● 排水対策の推進

施 策 NO.424 公害防止対策の推進

方 針
公害防止に関する啓発活動を推進するとともに、各種環境調査を実施し、適正

な管理や改善指導に努めます。

主な事業 ● 公害防止対策の推進 ● 水質検査の実施

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「生活環境の整備」に関す

る市民満足度
11.0％

住環境の充実、上水道の安定供給、

汚水・雨水の適正処理及び公害防

止対策の推進により市民満足度の

向上を図ります。

上水道有収率 87.0％ 88.4％
水道管の計画的な整備更新を行

い、漏水の減少を図ります。

公共下水道整備率(汚水) 82.7％ 85.1％
早期の整備完了により、住環境の

向上を図ります。

印旛沼の化学的酸素要求量 11.0％ 10.0％
国、流域市町村、NPO、住民などと

連携して、水質の改善を図ります。

▣ 部門別計画

l 八街市公営住宅長寿命化等計画(2019 年度～2028 年度)

l 八街市水道事業基本計画、八街市水道事業経営戦略（2018 年度～2030 年度）

l 八街市印旛沼流域関連公共下水道事業計画（1977 年度～2023 年度）

▣ 施策の指標
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めざします！豊かな自然と共生する街（テーマ：生活環境分野）

循環型社会の推進

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「循環型社会の推進」に

関する市民満足度
16.4％

環境保全・衛生対策の充実及び資

源循環型社会の構築により市民満

足度の向上を図ります。

不法投棄処理率 100％ 100％
通報に迅速に対応し、被害

拡大防止を図ります。

リサイクル率 22.0％ 24.6％
分別収集の徹底により、循環

型社会を推進します。

▣ 施策がめざす基本的方向

市民、事業者、行政が連携・協力のもと、地球温暖化防止や資源循環型社会の構築を

めざすとともに、環境と共生する地域づくりを推進します。

▣ 現状と課題

▣ 施策の指標

l 地球温暖化問題は、平均気温の上昇、暴風、台風などによる被害、農作物や生態系への影

響など最も重要な環境問題のひとつであり、地球温暖化の防止は人類共通の課題です。

l 本市のごみ処理状況については、2015 年度では 24,295 トンであった年間ごみ搬入量が

2017 年度には 23,287 トンと減少傾向にあるほか、ごみリサイクル率については、2016 年

度で 19.3％と県内の平均程度の水準となっています。

l きれいで住みよい環境づくりを推進するため、環境保全意識の啓発活動やごみの不法投棄

防止活動を通じて、市民、事業者、行政の連携による環境美化に努める必要があります。

l し尿の収集処理や斎場施設は、衛生的で安定した管理運営を実施する必要があります。

l ごみ排出量を削減するためには、ごみの発生抑制の促進を最優先し、市民、事業者、行政

の役割分担と連携により、資源循環型社会の構築を推進する必要があります。

l クリーンセンターの焼却炉は、経年による老朽化が進んでいることから、円滑かつ適正に

焼却処理ができるよう計画的に補修や修繕する必要があります。また、現在の人口減少や

分別収集推進により、ごみ処理量が減少していることから、ごみ処理の広域化など、ごみ

処理焼却施設の管理運営を含めたごみ処理のあり方について検討する必要があります。

l 社会変化などに伴い、従来は資源物であったものでも処理費を負担しなければならない場

合があります。ごみの排出抑制と焼却炉延命化などの観点から、ごみの有料化(一般廃棄物

処理の有料化)について検討する必要があります。
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担当課：環境課、クリーン推進課

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.431 環境保全・衛生対策の充実

方 針
環境保全意識の向上や不法投棄防止活動を推進するとともに、し尿処理、斎場施設

の運営については、近隣市町との連携による適正な管理運営を図ります。

主な事業
● 環境保全対策の推進 ● 衛生対策の推進 ● 不法投棄の防止

● 印旛衛生施設管理組合・八富成田斎場の運営

施 策 NO.432 資源循環型社会の構築

方 針

市民、事業者、行政の役割分担と連携により、ごみの減量、再利用、再資源化、さ

らにごみの発生を抑制する取組などを推進することにより、地球温暖化防止や資源

循環型社会の構築に努めます。

安全で安定したごみ処理施設の適正管理を行うとともに、中長期的な視点に立った

ごみ処理施設のあり方について検討を行うなど効率的で計画的な管理運営を図り

ます。

主な事業
● 廃棄物減量化の推進 ● リサイクルの推進 ● 分別収集の徹底

● 住宅用太陽光発電設備の導入推進 ● 廃棄物の適正処理

▣ 部門別計画

l 八街市一般廃棄物処理基本計画（2015 年度～2024 年度）

l 八街市循環型社会形成推進地域計画(2020 年度～2024 年度)

▣ 用語解説

l 資源循環型社会

有限である資源を効率的に利用するとともに再生産を行って、持続可能な形で循環させな

がら利用していく社会。

l ごみの有料化

家庭から発生するごみについて，排出する住民自身が処理手数料の一部又は全部を税金と

は別に負担する仕組みのこと。ごみ処理費用を直接負担することで、ごみ処理やリサイク

ルについて意識することとなり、ごみの排出量抑制や分別徹底などの動機付け効果が期待

されています。
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▲ピーナッツ駅伝大会

▲市民音楽祭

▲八街っ子夢議会
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l 市民一人ひとりが、生涯にわたり自己実現を図るため、いつでも学習機会を得、スポ

ーツに親しむことができる街

l 先人から引き継いだふるさと文化の保存・継承を通じた、「ふるさと」と思う街

子どもの教育・健全育成の充実・・・・・・１０２

自ら学ぶ生涯学習・スポーツの推進 ・・・１０４

市民文化の創造と継承・・・・・・・・・・１０６

豊かな心を育む交流の推進・・・・・・・・１０８

男女共同参画の推進・・・・・・・・・・・１１０
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めざします！心の豊かさを感じる街（テーマ：文化・教育・学習分野）

子どもの教育・健全育成の充実

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「子どもの教育の充実」に

関する市民満足度
23.8％

幼児教育・学校教育の充実及

び青少年の健全育成により市

民満足度の向上を図ります。

全国学力・学習状況調査と

の比較(全国平均を100とし

て算出)

87 100

わかる授業の展開、ＩＣＴ

の活用により、問題解決能

力の向上を図ります。

青少年健全育成団体と連携

した活動における参加者数
1,257 人

関係団体との連携により、

参加者数の増加を図りま

す。

▣ 施策がめざす基本的方向

子どもたちが健全に成長し、人間性豊かな心を育むために、家庭教育や幼児教育など

を充実します。学校教育については、豊かな心を持ち、夢をいだき、たくましく生き

ることをめざして八街の特色を活かした教育活動や学習環境の充実を図ります。ま

た、家庭、学校、地域が連携した地域ぐるみの青少年健全育成に努めます。

▣ 現状と課題

l 市内には、幼稚園が私立を含め 6園、小学校が分校を含め 9校、中学校が 4校あり、2018

年 5 月現在、幼稚園児数が 391 人、小学校児童数が 3,049 人、中学校生徒数が 1,688 人と

なっており、少子化の進行に伴い減少傾向にあります。

l 子どもの「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」を育むため、一人ひとりの個性や能

力に応じてきめ細かな教育を推進するとともに、幼稚園や学校などの教育施設が中核とな

って家庭や地域と連携した教育環境づくりの充実に取り組む必要があります。

l 社会の情報化が急速に進展する中、子どもの情報活用能力を育成し、また、学習目標を達成す

るため教育環境におけるＩＣＴ(情報通信技術)の整備充実を推進する必要があります。

l 教育施設は、規模や安全性に配慮した計画的な改修・整備を推進するとともに、適正な学

校規模を維持するため学校再編・統合を含めた施設配置を検討する必要があります。

l 次代を担う子どもが自己の役割や存在感を自覚し、創造性豊かで未来に希望を持つためには、

家庭、学校、地域が一体となって、優しさと潤いのある環境づくりに励み、子どもの健全育成

に取り組む必要があります。

▣ 施策の指標
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担当課：教育総務課、学校教育課、社会教育課、学校給食センター、子育て支援課

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.511 幼児教育の充実

方 針
幼稚園施設が中核となって家庭や社会における幼児教育の再生、向上に取り組

むとともに、小学校との連携により幼児教育の充実を図ります。

主な事業 ● 市立幼稚園管理運営の充実 ● 私立幼稚園の就園奨励及び運営支援

施 策 NO.512 学校教育の充実

方 針

将来にわたって子どもが夢を持ち、自ら学び考え、目標に向かってたくましく

生きていくことができるよう、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の基

礎・基本を定着させ、生きるための基盤形成に取り組みます。

主な事業

● 教育環境づくりの充実 ● 幼小中高連携教育の推進

● 基礎学力向上の推進

● 教育的ニーズの把握と指導・支援の充実

● 道徳教育・人権教育の推進 ● 教育施設の計画的な管理運営

● 情報化や国際化など時代に即した教育の充実 ● 学校給食の充実

施 策 NO.513 青少年の健全育成

方 針
家庭、学校、地域が一体となって、子どもの健全育成に取り組む環境づくりに努

めます。

主な事業
● 家庭教育の支援 ● 地域ぐるみの育成活動の推進

● 青少年健全育成事業の推進

▣ 部門別計画

▣ 用語解説

l 全国学力・学習状況調査

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状

況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、改善を図ることや学校における児童

生徒への教育指導の充実や学習状況の改善などに役立てること、また、そのような取組を

通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立することを目的に実施される調査。

l 八街市教育大綱（2016 年度～2024 年度）

l 八街市教育振興基本計画（2014 年度～2024 年度）
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めざします！心の豊かさを感じる街（テーマ：文化・教育・学習分野）

自ら学ぶ生涯学習・スポーツの推進

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「自ら学ぶ生涯学習の推

進」に関する市民満足度
20.2％

生涯学習・生涯スポーツの

推進により市民満足度の向

上を図ります。

生涯学習事業の参加者数

※中央公民館事業を含む
2,297 人 2,890 人

市民の学習ニーズに対応し

た学習機会の提供により、参

加者数の増加を図ります。

体育施設の利用者数 407,230 人 444,152 人
新しい器具の導入や施設の

整備により利用者の増加を

図ります。

▣ 施策がめざす基本的方向

「生涯学習推進計画」を推進し、いつでも、どこでも、だれでも学ぶことのできる生

涯学習社会の形成をめざし、さまざまな学習活動の支援と学習成果を活かすことので

きる機会づくりに努めます。また、スポーツ・レクリエーション活動に親しむ機会の

拡充を図り、市民の充実感のある生活と健康づくりを促進します。

▣ 現状と課題

l 国は、教育基本法に基づき、一人ひとりが自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることがで

きるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することが

でき、その成果を適切に活かすことのできる社会の実現をめざしています。

l 価値観やライフスタイルの変化に伴い、市民の学習ニーズも多様化・高度化しており、こ

れらのニーズに対応した学習機会や支援体制の充実が求められています。

l 子どもの体力低下や高齢化の進行に伴い、市民のスポーツや健康づくり、体力づくりに対

する関心は高まっています。本市では、スポーツプラザなどの体育施設の開放やスポーツ

イベントの開催により市民のスポーツ活動の普及を推進しています。新たなスポーツイベ

ントとしては、「小出義雄杯八街落花生マラソン大会」が企画され、スポーツに親しむ機会

の拡充、市特産品である落花生を活用したまちづくりの活性化に取り組んでいます。

l 中央公民館、図書館やスポーツプラザなどの各施設は経年劣化により老朽化しており、安

定した施設利用の機会を提供するためには計画的な整備改修が必要です。

▣ 施策の指標
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担当課：社会教育課、中央公民館、図書館、スポーツ振興課、スポーツプラザ

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.521 生涯学習の推進

方 針

市民のさまざまな学習ニーズに対応した学習機会や支援体制の充実を推進し、生涯

学習社会の形成をめざします。また、中央公民館や図書館などの社会教育施設の計

画的な整備改修に努めます。

主な事業
● 多様な学習情報の収集と提供 ● 学習機会の充実

● 生涯学習の支援体制の充実 ● 社会教育施設の整備改修

施 策 NO.522 生涯スポーツの推進

方 針
市民の健康づくり、体力づくりのため、スポーツ、レクリエーションの普及・推進

に努めます。また、スポーツプラザなどの体育施設の計画的な整備改修に努めます。

主な事業
● スポーツイベントの充実 ● スポーツ活動支援の充実

● 体育施設の整備改修

▣ 部門別計画

l 八街市生涯学習推進計画

l ”育て八街っ子”読書計画～八街市子どもの読書活動推進計画～ (2018 年度～2022 年度)

▣ 用語解説

l 生涯学習

学校教育、家庭教育、社会教育、スポーツ活動、ボランティア、趣味などさまざまな場所

や機会における生涯を通じて行う学習。

l 小出義雄監督

女子マラソン五輪メダリストの有森裕子さんや高橋尚子さんを育てた名指導者。八街市と

は、市内で開催された講演会を機に交流を深めてきました。「小出義雄杯八街落花生マラソ

ン大会」の開催は、地域活性化の手だてのひとつとして小出監督からご提案いただきまし

た。
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めざします！心の豊かさを感じる街（テーマ：文化・教育・学習分野）

市民文化の創造と継承

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「市民文化の創造と継

承」に関する市民満足度
20.4％

芸術文化活動の推進及び文

化財の保護・継承により市民

満足度の向上を図ります。

芸術文化に関するイベン

トの参加者数
3,734 人 3,794 人

内容の充実などにより、参加

者の増加を図ります。

郷土資料館の来館者数 2,751 人 3,000 人

来館者数を増加させること

により、郷土を愛する心を育

みます。

▣ 施策がめざす基本的方向

市民の芸術文化を支援し、発表や交流の場を拡充するとともに、八街の歴史文化遺産

の保護・継承と活用に努めます。

▣ 現状と課題

l 日常生活にゆとりとうるおい、心の豊かさを求め、芸術文化に対する市民の関心は高まっ

ています。本市では、市民文化祭や市民音楽祭をはじめ芸術文化団体による発表会などが

活発に行われています。

l 郷土芸能活動をはじめとする伝統文化の継承・保存は担い手不足などにより困難となって

います。

l 市内には、2019 年現在、指定文化財などが 19 件、埋蔵文化財が 239 件あり、市の歴史や

文化の特性を明らかにし、これらを活用した学習機会を増やすことにより、郷土愛の醸成

を図る必要があります。

l 郷土資料館は、1987 年の開館以来、多くの人に利用されていますが、建物の老朽化が著し

い状況にあります。他の社会教育施設を含めた計画的な整備改修を推進する必要がありま

す。

▣ 施策の指標
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担当課：社会教育課、郷土資料館

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.531 芸術文化活動の推進

方 針
市民が芸術文化の発表や鑑賞する機会の充実と、芸術文化団体などの活動支援

を行い、市民による地域に根ざした芸術文化活動の推進に努めます。

主な事業 ● 芸術文化事業の充実 ● 芸術文化活動団体への支援

施 策 NO.532 文化財の保護・継承

方 針

貴重な財産である文化財を保護するため、文化財保護意識の高揚を図るととも

に、市民との協働による文化財保護活動を推進します。また、市民の郷土意識を

醸成するため、郷土資料館の充実や市史編さん事業を推進します。

主な事業
● 指定文化財の拡充と文化財保護意識の啓発 ● 郷土資料館の充実

● 市史編さん事業の推進

▣ 部門別計画

l 八街市史編さん長期計画

▣ 用語解説

l 文化財

人々の文化的活動の結果として生み出された歴史的・文化的価値を有するもの。文化財保

護法では、文化財を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「文化的景

観」、「伝統的建造物群」に定義している。

l 郷土意識

郷土は個人が生まれ育った土地であり、その環境下で自身の人格や個性が形成されたとい

う自覚に基づく感情。
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めざします！心の豊かさを感じる街（テーマ：文化・教育・学習分野）

豊かな心を育む交流の推進

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「豊かな心を育む交流の推

進」に関する市民満足度
12.3％

地域間交流及び国際交流・多

文化共生の推進により市民

満足度の向上を図ります。

小中学校への外国語指導助

手の派遣人数
8.5 人 11 人

英語教育を充実し、グローバ

ルな人材育成を図ります。

交流イベントの参加日数 65 日

市内外で開催される交流イ

ベントで八街市のＰＲ活動

を展開します。

▣ 施策がめざす基本的方向

国際交流、地域間交流を推進し、広い視野を持つ人材の育成やまちづくりを進めると

濰ともに、友好関係都市である中華人民共和国山東省 坊市との交流を図ります。

▣ 現状と課題

l 成田国際空港と近接している地域特性や外国人労働者の増加などの影響に伴い、本市に居

住する外国人の数は、2015 年の 1,592 人から 2018 年には 2,144 人と大幅に増加していま

す。

l 本市は、中華人民共和国山東省濰坊市と友好関係都市を締結し、現在は国際交流団体を通

して継続的な交流活動を実施しています。

l 様々な分野で国際化が急速に進展する中、言葉や文化の違いを超えて、相互に理解し合う

多文化共生への取組が求められています。

l 多様な地域や世代を超えた人々との交流は、相互の友好を深め、見聞や視野を広めるだけでな

く、本市への来訪者を増やし、まちづくりを市外から応援してくれる人々を創出するなど、ま

ちづくりの活性化につながることから、各種イベントの開催や地域資源を活かした活動などを

通し、多面的な交流活動の推進が求められています。

▣ 施策の指標
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担当課：企画政策課、学校教育課、商工観光課、農政課

やちまたイングリッシュ・キャンプ

「一日国内留学体験」

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.541 地域間交流の推進

方 針
地域資源を活かし、他の自治体などと多面的・多角的な交流を推進することに

より、関係人口の創出・拡大を図ります。

主な事業 ● 地域間交流の充実 ● 大学や高校との連携・交流

施 策 NO.542 国際交流・多文化共生の推進

方 針

国際社会で活躍する人材の育成を推進するとともに、国際交流団体と連携して

友好関係都市などとの国際交流を図ります。また、多言語による生活情報や行

政情報の提供を充実するなど外国人の暮らしやすい環境づくりを推進します。

主な事業
● 国際理解教育の推進 ● 国際交流団体との連携支援

● 多言語対応の環境づくり

▣ 用語解説

l 多文化共生

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうと

しながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。

l 関係人口

移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と

多様に関わる人々のことを指します。地方圏は、人口減少・高齢化により、地域づくりの

担い手不足という課題に直面していますが、地域によっては若者を中心に、変化を生み出

す人材が地域に入り始めており、「関係人口」と呼ばれる地域外の人材が地域づくりの担い

手となることが期待されています。
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めざします！心の豊かさを感じる街（テーマ：文化・教育・学習分野）

男女共同参画の推進

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「男女共同参画の推進」に関

する市民満足度
11.5％

男女共同参画の推進により市

民満足度の向上を図ります。

審議会などにおける女性委

員の割合
19.7％ 女性の活躍を推進します。

ドメスティックバイオレン

ス(ＤＶ)防止の啓発回数
３回

各種委啓発や相談窓口の周知

により、ＤＶ防止に努めます。

▣ 施策がめざす基本的方向

男女の平等や共同参画社会についての啓発を進めるとともに、市政やまちづくり活動

での女性の参加機会の拡充に努めます。

▣ 現状と課題

l 少子高齢化の進行や人口減少問題、雇用形態の多様化など社会情勢が大きく変化する中、

活力ある社会形成をしていくため、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が一層

重要となっています。

l 男女共同参画社会を実現していくうえで、人々の意識の中に形成された固定的な性別役割

分担意識、性差に対する偏見の解消や人権尊重を基盤とした男女平等観の形成が大きな課

題となっており、その理解を促進するための教育及び啓発が必要です。

l 男女がともに働き方・暮らし方・意識を変革し、互いに責任を分かち合いながら、家庭や

仕事、地域などあらゆる場において活躍するための環境づくりが求められています。

l 個人の人権に対する最大の侵害である暴力、特に配偶者からの暴力(ドメスティック・バイ

オレンス)は、どのような形であっても、また、どのような理由であっても許されるもので

はありません。ドメスティック・バイオレンスを許さない社会を実現することは、人権擁

護と男女共同参画社会を実現するうえからも、最優先に取り組むべき課題です。

▣ 施策の指標
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担当課：企画政策課、総務課、子育て支援課ほか

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.551 男女共同参画の推進

方 針

人権尊重、男女平等の意識づくりやあらゆる場における男女共同参画の環境づ

くりの推進などにより、誰もが活躍できる地域社会の実現に努めます。また、ド

メスティック・バイオレンス被害に対する相談や緊急避難などの支援を強化す

るとともに、あらゆる暴力根絶の推進に努めます。

主な事業
● 男女共同参画社会の意識の醸成 ● 市政における男女共同参画の推進

● ドメスティック・バイオレンス防止対策及び被害者への支援の強化

▣ 部門別計画

▣ 用語解説

l 男女共同参画社会

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利

益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。

l ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)

配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力。

l 八街市男女共同参画計画（2016 年度～2021 年度）

l 八街市特定事業主行動計画(2016 年度～2020 年度)
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▲八街市の基幹産業である農業

▲八街市の名産「落花生」

▲まちの活力を生む商工業
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l 市民一人ひとりが目標を持っていきいきと働き、各産業が力強い発展をする街

l 地域特性を十分に活かし、持てる力を最大限に発揮する街

時代の変化に対応した農業の振興・・・・・１１４

まちの活力を生む商工業の推進・・・・・・１１６

まちに賑わいをもたらす産業の振興・・・・１１８
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めざします！活気に満ちあふれる街（テーマ：産業・経済分野）

時代の変化に対応した農業の振興

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「時代の変化に対応した農

業の振興」に関する市民満

足度

12.7％

農業基盤の整備、担い手の育

成、農業の活性化により市民

満足度の向上を図ります。

全体農地に対する耕作放

棄地の割合
4.6％

耕作放棄地の再生に取り組み、

優良農地の確保に努めます。

認定農業者数 220 人 230 人

農業経営に意欲のある農家

を認定し、各種支援の実施に

より、農業振興を図ります。

▣ 施策の指標

l 本市の農業は、野菜の栽培に適した肥沃な大地と東京から 50 ㎞圏内に位置する地理的条

件を活かした都市近郊農業として発展し、2016 年度における農業産出額は県下で第 7位、

豆類産出額については全国で第 1位を誇っています。

l 本市では、将来の新規就農につなげるための農業体験インターンシップ事業を開始したほ

か、千葉大学と協定を結び農業分野での事業連携を推進しています。

l 農業従事者の高齢化や後継者不足による農業経営者の減少、それに伴う耕作放棄地の増加

が深刻な課題となっています。

l 農地中間管理事業を活用した農地の集積・集約化による耕作放棄地の解消及び農地基盤整

備事業を活用し優良農地化を図り、効率的で生産性の高い営農を確立する必要があります。

l 田園景観や環境保全など農地が持つ多面的な機能が適切に発揮できる取組が必要です。

l 地理的条件を活かした販路の拡大やトップセールスによる地元産品のＰＲの推進や地域ブラ

ンド化などの高付加価値農業を展開することにより、農業の活性化を図る必要があります。

▣ 施策がめざす基本的方向

農地の保全と生産基盤の整備を図るとともに、農地の持つ多面的機能の発現に努めま

す。また、農業後継者や担い手を育成するとともに、地域の特色を活かした安全で新

鮮な農産物の地産地消を促進し、多様な販路の拡大を図ります。

▣ 現状と課題
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担当課：農政課、農業委員会事務局

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.611 農業基盤の整備

方 針

農業生産基盤の整備や農地の維持保全のための取組を推進します。また、田園

景観の形成や環境保全など農地が持つ多面的な機能が適切に発揮するための取

組を推進します。

主な事業
● 優良農地化の推進 ● 土地改良事業の推進 ● 畜産業の振興支援

● 耕作放棄地対策の充実 ● 環境にやさしい農業の推進

施 策 NO.612 担い手の育成

方 針
効率的な農業の推進や補助事業などの積極的な活用により、経営の安定化を支

援するとともに、農業後継者の育成や認定農業者の増加を図ります。

主な事業 ● 農業後継者対策の推進 ● 新規就農者の育成 ● 農業経営改善の支援

施 策 NO.613 農業の活性化

方 針

地域で生産されたものを、その地域で消費する地産地消を推進するとともに、地理

的条件を活かした販路の拡大やトップセールスによる地元産品のＰＲ、地域ブラン

ド化による高付加価値農業の展開により農業を活性化を図り、「稼げる農業」をめざ

します。

主な事業
● 地産地消の推進 ● トップセールスによる地元産品のＰＲ

● 農産物ブランド化の推進

▣ 用語解説

l 農地中間管理事業

農地所有者と農業経営者の間に農地中間管理機構が立って、農地の賃貸借を行い、農地の

集団化、経営規模の拡大、新規参入を進める取組。

l 認定農業者

農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者、農業

生産法人。認定を受けると金融や税制面などでメリットがあります。
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めざします！活気に満ちあふれる街（テーマ：産業・経済分野）

まちの活力を生む商工業の推進

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「まちの活力を生む商工業

の振興」に関する市民満足度
7.2％

商工業の振興及び就労・雇用の促進

により市民満足度の向上を図りま

す。

八街商工会議所の会員数 1,503 人 1,585 人
会員数を増加し、地域経済の活性

化を図ります。

「ジョブ・ナビやちまた」

の情報発信件数
325 件

地域内雇用の確保と若者の地元

定着を図ります。

▣ 施策がめざす基本的方向

中心市街地の活性化に向けた取組の中で、魅力ある商業環境の創出に努め、にぎわい

のあるまちづくりを推進します。また、雇用に関する情報提供を関係機関との連携に

より積極的に進め、雇用機会の拡大に努めます。

▣ 現状と課題

l 本市の商業圏は、駅周辺の中心市街地と幹線道路沿線の郊外地域で形成されており、比較

的、中心市街地では個人経営型の小規模小売店舗、郊外地域では大手スーパーなどの大型

小売店舗が展開されています。また、本市の工業は、金属製品、食料品、生産用機械器具

の生産が中心となっています。

l 大型小売店舗の進出により買物需要の充足や雇用の拡大が図られている一方で、個人小売

店では、高齢化や後継者不足などによる廃業に伴う空き店舗が増加の傾向にあります。

l 商工会議所は、商工業の活性化や人材育成、まちづくりなど地域経済や社会が抱える課題

に対する解決能力を有していることから、商工会議所を中心とした関係団体と連携を強化

し、中心市街地の活性化や商工業の振興を図る必要があります。

l 市内への企業進出は、地域内雇用の創出や地域経済の活性化につながることから、本市では「企
業立地促進助成金制度」を創設し、企業誘致を推進しています。

l 本市では、安定した地域内雇用の確保と若者の地元定着を推進するため、就労支援サイト「ジ
ョブ・ナビやちまた」の開設や千葉県ジョブサポートセンターとの連携による就職セミナーの
開催などさまざまな就労支援策を実施しています。人口減少社会を迎え、持続可能な社会をつ
くるため、関係団体との連携をさらに強化し、雇用機会の拡大に努める必要があります。

▣ 施策の指標
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担当課：商工観光課

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.621 商工業の振興

方 針
商工会議所を中心とした各種関係団体と連携し、市内商工業の振興を図るほか、

中小企業の経営基盤の強化を促進します。

主な事業
● 商工会議所との連携 ● 商店街などへの支援

● 中小企業の基盤強化の促進 ● 起業への支援

施 策 NO.622 就労・雇用の促進

方 針
企業誘致や各種就労支援により、安定した地域内雇用の確保と若者の地元定着

を推進します。

主な事業

● 企業誘致の推進 ● 就労支援サイトの管理運営

● シルバー人材センターの運営支援

● 関係機関との連携による就職セミナーの開催

l 八街市中心市街地活性化基本計画

▣ 用語解説

l 商工会議所

商工業の改善・発展を目的として、市など一定地区内の商工業者によって組織される自由

会員制の公益経済団体。

l 企業誘致

地域が地場の産業振興を目的に企業、特に工場を誘致すること。

▣ 部門別計画
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めざします！活気に満ちあふれる街（テーマ：産業・経済分野）

まちに賑わいをもたらす産業の振興

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「まちに賑わいをもたらす

産業の振興」に関する市民

満足度

7.2％
地域産業の競争力強化及び観

光交流の促進により市民満足

度の向上を図ります。

6 次産業化への支援件数 3件 9件
事前相談などにより、個々の内

容に応じた支援を行います。

年間観光入込客数 160,827 人 215,520 人
観光交流を促進し、地域活性化

を図ります。

▣ 施策がめざす基本的方向

本市の特色を活かし、地域イメージを向上させる地域資源の発掘や活用、地域ブラン

ド「八街産落花生」の普及に努めます。また、新規創業に向けた市民の取組を支援し

ます。情報通信ネットワークの整備を促進し、ＩＣＴ(情報通信技術)を利用した産業

活動の活性化や市民生活の向上を図ります。

▣ 現状と課題

▣ 施策の指標

l 2007 年に地域ブランドとして商標登録された「八街産落花生」は味や品質の高さから全国

的にも有名であり、千葉県を代表する「千葉半立」、ジャンボ落花生の「おおまさり」や 2018

年にデビューした「Ｑなっつ」など生産品種も豊富です。また、地域イメージの向上に、

市のイメージキャラクターである「ピーちゃん ナッちゃん」が活躍しています。

l 本市のもう一つの名産である生姜(しょうが)を活用し、行政と関係団体の連携により開発、

販売された「八街生姜ジンジャーエール」は新たな地域ブランド品として確立し、コミュ

ニティビジネスの成功事例となっています。

l 地元産業を持続的に発展させるためには、高品質・高付加価値のブランド化を推進する必

要があります。また、生産から加工、販売までの産業を融合化し、新たな価値を生み出す

「6次産業化」など新規創業に向けた取組への支援が求められています。

l パソコンやスマートフォンなど情報通信機器の普及に伴い、ソーシャルメディアなどのＩ

ＣＴを活用した地元産業や商品のＰＲ支援が求められています。

l 八街市観光農業協会による活動や新たな民間リゾート施設の開設に伴い、本市の観光入込

客数は増加の傾向にあり、地域活性化につながる観光交流の促進を図る必要があります。
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担当課：商工観光課、農政課

新たな地域ブランド品

「八街生姜ジンジャーエール」

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.631 地域産業の競争力強化

方 針

農産物などの地域ブランド化により、地元産業の魅力化推進、競争力強化を図

ります。また、ソーシャルメディアなどＩＣＴを活用した効果的なＰＲ支援に

より、地域ブランドの普及促進に努めます。

主な事業
● 地域ブランド普及への支援 ● 6次産業化への支援

● ソーシャルメディアなどＩＣＴを活用したＰＲ支援

施 策 NO.632 観光交流の促進

方 針
関係団体や民間施設と連携し、観光振興を促進するとともに、本市の魅力であ

る農業を活用した観光交流を推進します。

主な事業
● 農業を核とした観光の推進 ● 観光基盤の整備

● 関係団体や民間施設と連携した観光振興

▣ 用語解説

l コミュニティビジネス

地域課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組むものであり、地域の人材やノウハウ、施

設、資金を活用することにより、地域における新たな創業や雇用の創出、働きがい、生き

がいを生み出し、地域コミュニティの活性化に寄与するものと期待されています。

l 6 次産業化

1 次産業としての農林漁業と、2次産業としての製造業、3次産業としての小売業などの事業と

の総合的かつ一体的な推進を図り、農山漁村の豊かな地域資源を活用した新たな付加価値を生

み出す取組。
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▲八街神社祭礼

▲ちばクラフトビアガーデン

▲朝日区子育てサロン
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l さまざまな主体が連携・協働して、自主的に政策形成などまちづくりに参画する街

l 市民と行政が協議を重ねながら役割を明確にし、市民やまちづくり団体がいきいきと

活動する街

市民と行政の協働の推進・・・・・・・・・１２２

コミュニティの育成・・・・・・・・・・・１２４

市民によるまちづくり活動の推進・・・・・１２６
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めざします！市民とともにつくる街（テーマ：協働・自治分野）

市民と行政の協働の推進

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「市民と行政の協働の推

進」に関する市民満足度
10.5％

協働推進のための環境整備、協働事業

の拡充及び地域資源の有効活用によ

り市民満足度の向上を図ります。

出前講座の参加者数 － 3,900 人
さまざまな分野のまちづくりに関

する知識を学ぶ機会を設けます。

市民サポーター事業の参

加者数(団体数)

2,474 人

（59 団体）

2,600 人

（71 団体）

多くの市民の市事業への協力を促

進し、各種事業の充実を図ります。

l 近年、少子高齢化・人口減少が進む中で、持続可能なまちづくりを実現するためには、自

助(市民)、共助(地域)、公助(行政)によるさまざまな活動が活発に行われるとともに、さ

まざまな活動主体が分野や世代を横断して連携・協力する「協働」の推進が重要であると

考えられています。

l 本市では、2017 年から新たに市民協働推進課を設置し、「八街市協働のまちづくり条例」

の制定、「八街市協働のまちづくり推進計画」の策定など市民協働型の市政の実現に向け、

積極的に取り組んでいます。

l 協働のまちづくりを推進するためには、協働に対する意識の醸成を促すとともに、市民と

行政がお互いの立場や役割、責任について理解、尊重し、話しあいを重ね、情報や課題、

目的を共有化できる環境整備や仕組みづくりを推進する必要があります。

l 市民の行政参加を推進し、公助のまちづくりを充実させるとともに、市民による地域自治

の活動を支援し、自助、共助によるまちづくりも活性化させる必要があります。

l 人、モノ、お金、情報など地域資源を掘り起こし、それらの資源を最大限に有効活用しな

がら、本市の特色を活かしたまちづくりを進めていく必要があります。

▣ 現状と課題

▣ 施策の指標

▣ 施策がめざす基本的方向

市民と行政それぞれが責任と役割を担う協働型の市政を実現し、次の世代に引き継ぐ

まちづくりを進めます。
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担当課：市民協働推進課、全庁

▣ 用語解説

l 出前講座

まちづくりに関する仕組みや制度あるいは生活に役立つ、知って得する知識について学びたい

と思う市民を対象に、市職員が各地に出向いて説明すること。本市では、「知っ得・納得やちま

た出前講座」としてさまざまな講座リストを用意しています。

l 市民サポーター事業

市民と一緒にまちづくりを進め、誰もが安全で安心して暮らすことのできる街にするため、市
の事業に協力・参加してもらえるボランティアを募集する事業。

施 策 NO.711 協働推進のための環境整備

方 針
まちづくりを市民と行政がともにつくりあげていくための環境整備と仕組みづ

くりを推進します。

主な事業

● 協働のまちづくりの意識の醸成

● 情報共有の推進 ● 話しあいの場・機会づくり

● まちづくり活動における連携支援・ネットワークづくり

施 策 NO.712 協働事業の拡充

方 針

行政が行っている事業に市民が積極的に参加する「行政参加」を推進するとと

もに、市民が主体となってまちづくりに取り組む「地域自治」の活動を支援し、

市民と行政が互いの主体的活動に協力し合い、連携して地域課題に取り組む協

働事業の拡充を図ります。

主な事業 ● 行政参加の推進 ● 地域自治・市民活動の推進と連携・支援

施 策 NO.713 地域資源の有効活用

方 針
行政資源だけでなく、あらゆる地域資源（人、モノ、お金、情報）を最大限に有

効活用し、まちづくりの課題解決を図ります。

主な事業 ● 地域資源の有効活用

▣ 後期基本計画期間の取組

▣ 部門別計画

l 八街市協働のまちづくり推進計画（2017 年度～2021 年度)
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めざします！市民とともにつくる街（テーマ：協働・自治分野）

コミュニティの育成

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「コミュニティの育成」

に関する市民満足度
16.1％

自治組織の支援及び自治組

織の再構築により市民満足

度の向上を図ります。

コミュニティ事業補助金

の交付件数
39 地区 39 地区

区への経済的支援を行い、地

域活動の充実を図ります。

区の加入率 46.1％ 52.0％
地縁組織の基盤強化を図り

ます。

▣ 施策がめざす基本的方向

自主的なコミュニティ活動を支援し、地域への愛着感を高める一方、地域の実状に即

した自治組織のあり方を検討し、地域の自治意識を高めます。

▣ 現状と課題

l コミュニティ活動は、環境美化、社会教育、防犯・防災、福祉など多岐にわたっています。

住み続けたいまちを形成するために、コミュニティ活動は重要な役割を担っており、その

活動が活発に行われるためには、その地域に住む市民の積極的な参加を促進する必要があ

ります。

l 人口減少、生活様式の変化、価値観の多様化、単身世帯や核家族化の進行などにより、地

域のつながりが希薄化し、相互扶助の意識と機能が低下しつつあります。

l 本市においても、2015 年には 50.4％であった区の加入率が 2018 年には 46.1％と減少傾向

にあります。コミュニティ活動の推進の主体となる区・自治会などの自治組織の加入率の

向上に向けた取組を推進する必要があります。

l コミュニティへの理解を深め、より多くの人々が積極的に参加できるような施策を展開す

るなどコミュニティ活動を支援していく必要があります。

l 自治組織の加入率が減少傾向にあり、継続が困難となっている活動があります。自治組織

の強化と地域課題に応じた活動単位の見直しなどによる組織の再構築を検討し、持続可能

な地域活動を推進する必要があります。

▣ 施策の指標
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担当課：市民協働推進課、全庁

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.721 自治組織の支援

方 針
地域自治の意識高揚を図るとともに、自治組織など地域の支えあいによる取組

を支援します。

主な事業 ● コミュニティ活動の支援 ● 活動拠点の支援

施 策 NO.722 自治組織の再構築

方 針

自治組織の基盤強化を図るとともに、既存の自治組織のままでは解決しにくい

課題に対し、その課題解決に応じた活動単位の見直しを図り、地域間の連携や

活動単位の広域化など組織の再構築を図ります。

主な事業 ● 自治組織の強化と活動単位の見直し

▣ 用語解説

l コミュニティ

顔見知りの関係を保ちながら、家庭生活や仕事、教育、余暇活動などを行っている一定の

地域社会。それぞれの地域の生活課題を共同作業で解決するために、町内会・自治会・町

会・区といった地域の自治組織が組織化されています。

l 地域自治

市民などが地域の特性に応じて、支えあって主体的に地域課題に取り組むこと。

▣ 部門別計画

l 八街市協働のまちづくり推進計画（2017 年度～2021 年度)
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めざします！市民とともにつくる街（テーマ：協働・自治分野）

市民によるまちづくり活動の推進

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「市民によるまちづくり

活動の推進」に関する市

民満足度

14.1％

まちづくりの担い手づくり及び

市民活動の支援により市民満足

度の向上を図ります。

ボランティア登録人数 717 人 840 人
ボランティアによる支えあい

の活動を推進します。

シニアクラブ参加人数 1,495 人 1,800 人 高齢者の社会参加を促進します。

▣ 現状と課題

▣ 施策の指標

l まちづくりの主役は市民であり、魅力あるまちづくりを推進するためには、市民の主体的

な活動が不可欠です。

l 地域の課題を市民自身が当事者の課題として捉え、市民同士の連携・協力により課題解決

に取り組むという市民主体によるまちづくりの実践が求められています。

l 市民によるまちづくり活動は、区、自治会、ボランティア団体、ＮＰＯ法人、ＰＴＡ、シ

ニアクラブといった組織だけではなく、地域への社会貢献に取り組む事業者やスポーツな

どの趣味を楽しむサークル団体も、まちづくりの活動団体として捉えることができます。

このようなまちづくり活動団体によるさまざまな分野の活動が活発に行われるためには、

その活動内容を多くの人に知ってもらい賛同や共感を得ることが重要です。また、活動す

るための場所を確保することも課題となります。

l まちづくり活動の活性化を図るに当たって、地域の中心となってリーダーシップを発揮で

きる人物や団体、また、さまざまな活動団体間のつなぎ役としてコーディネート能力のあ

るキーパーソン(コーディネーター)の存在は大きな役割を担っています。こういった人材

の発掘や育成、確保、または団体設立の支援などにより、まちづくり活動の担い手づくり

に積極的に取り組むとともに、まちづくり活動に参加する市民を増やす必要があります。

▣ 施策がめざす基本的方向

まちづくり活動に対する市民の関心を高め、参加しやすい仕組みづくりと活動拠点の

確保に努めます。
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担当課：市民協働推進課、全庁

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.731 まちづくりの担い手づくり

方 針
まちづくりに参加する市民を増やし、まちづくりに取り組むための基盤の充実

を図ります。

主な事業 ● まちづくりの担い手づくり

施 策 NO.732 市民活動の支援

方 針

市民が主体となる自助、共助によるまちづくりの活動を充実させるため、行政

として可能な範囲で支援を行い、まちづくりの基点となる市民活動の基盤を強

化し、行政による公助のまちづくりと市民によるまちづくりとの連携を図りな

がら、市民と行政による協働のまちづくりを推進します。

市民がまちづくりを推進していく活動拠点として中央公民館、図書館、スポー

ツプラザ、老人福祉センター、コミュニティ施設、学校施設、市内の各グラウン

ドなどの有効活用を検討します。

主な事業 ● 市民活動の支援 ● 活動拠点の確保

▣ 部門別計画

l 八街市協働のまちづくり推進計画（2017 年度～2021 年度)

▣ 用語解説

l ＮＰＯ法人

ＮＰＯとは、非営利団体(ノン・プロフィット・オーガニゼーション)の略。さまざまな地

域貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を配分することを目的としない団体のこと。

また、特定非営利法人法に基づき、法人格を取得した法人を特定非営利活動法人(ＮＰＯ法

人)という。

l コーディネーター

さまざまな活動団体間のつなぎ役として調整し、とりまとめる役割をもつ人。
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▲八街市役所

▲総合保健福祉センター ▲スポーツプラザ

▲中央公民館 ▲市立図書館
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l 限りある財源の中、市民ニーズを的確に把握し、最小の費用で最大の効果をあげる行

財政運営を進める街

l 市政情報を幅広く公開することにより、市民と行政が情報を共有し、透明性の高い行

財政運営が確立した街

効率的な行財政運営・・・・・・・・・・・１３０

市民と行政の情報の共有・・・・・・・・・１３２

窓口サービスの充実・・・・・・・・・・・１３４

市の魅力発信・・・・・・・・・・・・・・１３６
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めざします！市民サービスの充実した街（テーマ：行財政分野）

効率的な行財政運営

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「効率的な行財政運営」

に関する市民満足度
13.8％

持続可能な行財政運営の推進、

組織力の強化及び広域行政の

推進により市民満足度の強化

を図ります。

経常収支比率 95.5％ 90.0％

経常的収入の確保、事務事業の

見直しによる歳出の削減によ

り、財政構造の弾力化を図りま

す。

職員 1 人当たりの研修受

講数
1.95 回 2.20 回

新たな行政課題や多様化・高度

化する市民ニーズに適正に対

応できるよう職員の資質向上

を図ります。

l 本市の人口は、2006 年をピークに減少傾向にあり 2019 年 4 月には 69,932 人となってお

り、少子高齢化、生産年齢人口の減少などに伴う市税収入の減少、扶助費などの義務的経

費の増加により、厳しい財政状況が続くことが見込まれます。今後、引き続き自主財源の

確保を図りつつ、新たな行政課題や多様化・高度化する市民ニーズに適切に対応する必要

があります。

l 行財政運営は、市民への説明責任を果たしつつ、市民の理解を得られるよう努めるととも

に、必要性・有効性・効率性を踏まえ、計画的に推進する必要があります。

l 社会環境の変化や権限委譲の影響から職員一人ひとりの事務量の増加が見込まれる中、職員個

人の資質向上を図るとともに、職員が能力を発揮できる環境づくり、組織目標や課題が共有できる

仕組み、組織間連携の推進といった「組織力」を強化・充実する取組が必要です。

l 本市では、広域行政として周辺自治体と連携を図りながら、一部事務組合において上水道、し

尿処理、消防などを共同事業として実施しています。広域行政の推進により、周辺自治体との

均衡ある発展をめざすとともに、共同処理による行財政運営の効率化を図る必要があります。

▣ 施策の指標

▣ 施策がめざす基本的方向

効率的で効果の高い行財政システムの構築をめざすとともに、職員研修の充実や行政

評価などの活用により、職員の資質の向上や意識改革を行います。

▣ 現状と課題
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担当課：総務課、財政課、企画政策課、課税課、納税課ほか

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.811 持続可能な行財政運営の推進

方 針

市民ニーズに適正に対応できるよう、各種部門別計画の適切な進行管理を図る

など効率的で効果的な行財政運営を推進します。公共施設については、長寿命

化や維持管理の効率化に努めるほか、適正配置、有効活用を推進します。

また、自主財源の中心となる市税収入を確保するために、課税客体の適正な把

握に努めるとともに、徴収率の向上に努めます。

主な事業

● 適正な事務の執行 ● 各種部門別計画の進行管理

● 総合計画の進行管理 ● 行財政改革プランの進行管理

● 行政評価の推進 ● 公共施設マネジメントの推進

● 自主財源の確保

施 策 NO.812 組織力の強化

方 針
職員の資質向上を図るとともに、職員が能力を発揮できるよう「組織力」の強

化・充実を図ります。

主な事業 ● 職員研修の充実 ● 人事評価の実施 ● 人事管理・組織運営の強化

施 策 NO.813 広域行政の推進

方 針

周辺自治体と連携し、共同処理が可能な事務事業について一部事務組合におけ

る共同事業化を推進することにより、行財政運営の効率化及び周辺自治体との

均衡ある発展を図ります。

主な事業 ● 共同処理による事務の効率化

▣ 部門別計画

l 八街市総合計画(2020 年度～2024 年度)

l 八街市行財政改革プラン（2020 年度～2024 年度）

l 八街市公共施設等総合管理計画(2017 年度～2056 年度)

▣ 用語解説

l 一部事務組合

複数の地方公共団体が、行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織。

l 経常収支比率

税などの一般財源を経常的経費にどのくらい充当しているかをみる指標で、この比率が高いほ

ど財政構造が弾力性を失っていることを示します。
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めざします！市民サービスの充実した街（テーマ：行財政分野）

市民と行政の情報の共有

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「市民と行政の情報の共

有」に関する市民満足度
23.5％

広報・広聴の充実及び情報公

開の推進により市民満足度

の向上を図ります。

公式ホームページに関す

る市民満足度
－ 31.0％

公式ホームページの充実に

より、市民満足度の向上を図

ります。

オープンデータの公開件数 20 件
行政の透明性及び行政に対

する信頼を高めます。

▣ 施策がめざす基本的方向

情報化に対応し、市民にわかりやすい情報提供と市民の意見を的確に行政に反映させ

ていく広報広聴活動を推進します。

▣ 現状と課題

l 本市では、2018 年度に公式ホームページをリニューアルしたほか、八街市議会のインター

ネット中継を開始するなど、積極的な情報発信に取り組んでいます。

l 市民と行政の情報共有は、行政の透明性を高め、市民と行政の相互の信頼関係を構築し、

連携によるまちづくりを推進するうえで重要な取組です。

l 市民ニーズを的確に捉え、行財政運営に反映するためには、多種多様な情報伝達手段とわ

かりやすい情報提供に努める必要があります。

l 区や自治会、市民活動団体からは、市政情報のほか地域での行事や活動情報などまちづく

り活動に関する積極的な情報発信と情報提供が求められています。

l 行政の透明性・信頼性の向上、地域の課題解決や経済活性化などを目的に、国や自治体が

保有する多様で膨大な行政データのオープンデータ化の取組が活発化しています。本市に

おいても、行政情報の二次利用を可能とするオープンデータの取組を推進する必要があり

ます。

▣ 施策の指標
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担当課：総務課、秘書広報課、議会事務局

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.821 広報・広聴の充実

方 針

行政情報のほか、地域に密着したさまざまな情報について、市民と行政が共有

し、相互の信頼関係の構築を図ります。また、市民との情報の共有化を推進する

ため、多種多様な情報伝達手段を確保するとともに、わかりやすい情報提供に

努めます。

主な事業 ● 広報活動の充実 ● 広聴活動の充実

施 策 NO.822 情報公開の推進

方 針
行政情報の公開を推進し、行政の透明性・信頼性の向上を図ります。また、行政

情報のオープンデータ化を推進し、地域の課題解決や経済活性化を図ります。

主な事業 ● 公文書公開制度の適正な運用 ● オープンデータ化の推進

▣ 用語解説

l オープンデータ

行政機関などが保有する公共データを機械判読に適したデータ形式で、かつ誰もが二次利用を

可能とするルールによって公開されたデータ。
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めざします！市民サービスの充実した街（テーマ：行財政分野）

窓口サービスの充実

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「窓口サービスの充実」

に関する市民満足度
27.6％

電子自治体の推進及び窓口サ

ービスの向上により市民満足

度の向上を図ります。

情報セキュリティーに関

する職員研修の受講者数
68 人 250 人

職員及び市全体のセキュリテ

ィレベルの向上を図ります。

証明書コンビニ交付事業

の実施
－ 事業開始

証明書コンビニ交付事業を実施

し、市民の利便性向上を図ります。

▣ 施策がめざす基本的方向

電子自治体の構築を進め、市民生活の利便性と行政サービスの向上に努めます。

▣ 現状と課題

l 新たな行政課題や多様化・高度化する市民ニーズに適正に対応し、行政の効率化及びサー

ビス向上への取組として、ＩＣＴ(情報通信技術)の活用などによる電子自治体の推進が期

待されています。

l 本市においても、マイナンバー手続きにおけるタブレットの活用や電子入札システムの導

入など各分野における電子化を推進しており、事務の効率化・簡素化を図るうえで大きな

成果を上げています。

l ＩＣＴが発達する一方、サイバー攻撃が急速に複雑・巧妙化しています。個人の権利と利

益を保護するため、情報セキュリティポリシーに基づき、市の保有する個人情報を適正に

取り扱う必要があります。

l 本市では、毎月最終日曜日に開庁しているほか、2018 年度から新たに業務時間外の戸籍届

出書受付所の設置や市民課窓口でパスポートの申請・受け取りを開始するなど市民の利便

性向上を図っています。今後はＩＣＴやマイナンバーカードを活用した新たなサービスの

提供について検討する必要があります。

l 窓口サービスは、市民にとって最も身近で市役所を代表するサービスといえます。市民と円滑

なコミュニケーションや信頼関係を築くため、職員は適切な接遇に努める必要があります。

▣ 施策の指標
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担当課：システム管理課、市民課ほか

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.831 電子自治体の推進

方 針

各行政分野の電子化を計画的に進め、事務の効率化・簡素化及び市民サービス

の向上を図ります。また、情報セキュリティポリシーを遵守し、個人情報の適正

管理に努めます。

主な事業 ● 電子自治体推進に向けた環境整備 ● 個人情報の適正管理

施 策 NO.832 窓口サービスの向上

方 針

市民にとって、効率的で利便性の高い窓口サービスの提供に努めます。また、市

民と円滑なコミュニケーションや信頼関係を築くため、適切な接遇の向上に努

めます。

主な事業
● 窓口サービスの向上 ● マイナンバーカードなどのＩＣＴの活用

● 適切な接遇の徹底

▣ 用語解説

l 電子自治体

さまざまな行政手続について、ＩＣＴ（情報通信技術）を有効活用して住民利便性の向上や行

政運営の効率化・高度化を実現する取組。

l マイナンバー

社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が

同一人の情報であることを確認するために活用される日本に住民票を有するすべての方（外国

人の方も含まれます。）が持つ 12桁の番号。
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めざします！市民サービスの充実した街（テーマ：行財政分野）

市の魅力発信

指標の名称
現状値

(2018 年度)

めざそう値

(2024 年度)
めざす方向性

「市の魅力発信」に関す

る市民満足度
11.5％

シティセールスの推進及び情

報発信の強化により市民満足

度の向上を図る。

シティセールスの実施日数

(特産品ＰＲ・移住定住相談会)
66 日

八街市の魅力を効果的に発信

し、移住定住を図ります。

ふるさと納税件数 3,492 件 6,200 件

八街市の魅力を発信し、多くの

方々からの応援寄付を募りま

す。

l 国は、深刻化する人口減少・少子高齢化への対策、過度な東京一極集中の是正、地域経済

の活性化を目的に、まち・ひと・しごと創生法を制定するとともに、「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」を策定し、地方創生の充実・強化を推進しています。

l 本市においても、進展が懸念される人口減少・少子高齢化、地域経済衰退の打開、まち・

ひと・しごとの創生と好循環の確立をめざし、「八街市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を策定し、各種施策の推進及び効果の検証に取り組んでいます。

l 各自治体の実施する政策や経営、まちづくりの手法について、若者や子育て世帯の関心が

高まり、移住・定住を促進する自治体間競争の激しさが増しています。

l 本市の持つ魅力や地域資源を効果的に広く内外に発信するため、ソーシャルメディアの活

用などにより、シティセールスを推進し、移住・定住の促進や「やちまた」ファンづくり

に取り組む必要があります。

▣ 現状と課題

▣ 施策の指標

▣ 施策がめざす基本的方向

若者・子育て世代の移住・定住を促進するため、市の魅力を発信するシティセールス

を推進します。
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担当課：企画政策課、商工観光課、秘書広報課

特産品のＰＲ活動

▣ 後期基本計画期間の取組

施 策 NO.841 シティセールスの推進

方 針
特産品のＰＲやふるさと納税の推進など市の魅力発信によるシティセールスを

推進し、移住・定住の促進、「やちまた」ファンづくりに取り組みます。

主な事業
● 特産品のＰＲ活動の推進 ● ふるさと納税の推進

● 移住・定住の推進 ● 結婚を希望する若者への支援

施 策 NO.842 情報発信の強化

方 針
シティセールスを効果的に推進するため、ソーシャルメディアの活用などによ

る情報発信の強化を図ります。

主な事業 ● ソーシャルメディアを活用した情報発信の強化

▣ 用語解説

l シティセールス

街の魅力の見える化、イメージアップや情報発信力の向上により、定住人口や観光客を増

やし街の活性化を図ろうとする取組。

l ソーシャルメディア

誰もが参加できる広範的な情報発信技術を用いて、社会的相互性を通じて広がっていくように

設計されたメディア。

▣ 部門別計画

l 第 2次八街市まち・ひと・しごと創生総合戦略（2020 年度～2024 年度）

l 八街市まち・ひと・しごと創生地方人口ビジョン(2015 年～2060 年)
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第１節 行財政システム(計画と予算、組織を連動させる仕組み)による進行管理

１．行財政システムの構築

後期基本計画の実施結果を毎年、検証・評価することで進行管理します。その結果や成果を関係

部署などで共有し、予算編成(財政計画)と組織編成(定員配置)を連動させる仕組みである「行財政

システム」を構築することで、後期基本計画の着実な推進を図ります。

２．ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる進行管理

本市がめざす将来都市像「ひと・まち・みどりが輝くヒューマンフィールドやちまた」の実現の

ためには、後期基本計画の実効性を担保する適切な進行管理が必要です。進行管理に当たっては、

計画と予算、組織が連動した行財政システムの手法を活用した「①計画の策定(Plan)―②計画の実

行(Do)―③行政評価(Check)―④計画の改善(Action)」のマネジメントサイクルを実践することが

重要です。後期基本計画では、事業単位と計画全体それぞれをＰＤＣＡマネジメントサイクルの考

えに基づいて進行管理を行うことにより、市民サービスの向上を図るとともに、効率的で効果的な

行財政運営を推進します。

なお、総合計画の進行管理に当たっては、施策の指標とその目標値である「ＫＰＩ」、「めざそう

値」をモノサシとしてその達成度を測るとともに、評価の妥当性や客観性を確保するため、組織内

部の評価だけでなく外部の視点からの評価(外部評価)を実施します。

l 行財政システムの手法を活用したＰＤＣＡマネジメントサイクル

•実施計画作成と組織目標設定

•組織編成(定員配置)

•予算編成(財政計画)

•人員配置

•予算の執行

•実施計画の実行

•事業評価(内部・外部)

•人事評価

•実施計画の改善(事業の新規
立案・廃止・統合の検討)

•翌年度の方針決定

第４章 計画の進行管理及びSDGs(持続可能な開発目標)の推進

①計画の策定(Plan)

④計画の改善(Action) ②計画の実行(Do)

③行政評価(Check)

毎年の進行

管理と検証
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l 事業単位の進行管理

実施計画を基本として、後期基本計画の進行管理と予算編成及び組織編成の連動を図るとともに、

行政評価(事業評価(内部・外部)、人事評価)の手法を活用した検証により、実施計画を改善・見直

しし、翌年度以降の方針を決定するＰＤＣＡサイクルの構築を図ります。

l 計画全体の進行管理

事業単位の進行管理を基本として、施策単位での行政評価を活用した検証結果に基づき、次期総

合計画を策定します。

実施計画作成 実施計画作成 実施計画作成 実施計画作成

予算編成 予算編成 予算編成 予算編成

組織編成 組織編成 組織編成 組織編成

事業評価 事業評価 事業評価 事業評価

(内部・外部) (内部・外部) (内部・外部) (内部・外部)

人事評価 人事評価 人事評価 人事評価

実施計画の改善 実施計画の改善 実施計画の改善 実施計画の改善

翌年度方針決定 翌年度方針決定 翌年度方針決定 翌年度方針決定

　人員配置

後期基本計画の期間

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

C

行

政

評

価

　予算の執行

A

④

計

画

の

改

善

　予算の執行

　実施計画の実行 　実施計画の実行

P

①

計

画

の

策

定

D

②

計

画

の

実

行

　実施計画の実行

　人員配置 　人員配置

　実施計画の実行

　人員配置

　実施計画の実行

　人員配置

　予算の執行　予算の執行　予算の執行

次期総合

計画に反映

前期基本計画の期間

次期総合計画

の策定

計画の検証 計画の検証

次期総合計画

の実行

後期基本計画

の策定

次期総合計画策定に向けた

改善・見直しの検討

2023年度 2024年度 2025年度

後期基本計画の期間

計画の実行 計画の実行 計画の実行 計画の実行 計画の実行

2022年度

計画の検証

次期総合計画の期間

④

計

画

の

改

善

A

2019年度 2020年度 2021年度

計画の検証

①

計

画

の

策

定

P

②

計

画

の

実

行

D

行

政

評

価

C
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第２節 総合計画におけるＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)の推進

１．ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)とは

ＳＤＧｓ(ｴｽ・ﾃﾞｨｰ・ｼﾞｰｽﾞ)とは、「Ｓustainable Ｄevelopment Ｇoals」の略であり、2015 年 9

月の国連サミットにおいて全会一致で採択された国際社会の共通目標です。

「誰一人取り残されない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けて、2030 年を年限

とする 17 の目標(ゴール)と 169 のターゲットから構成されます。

法的拘束力はありませんが、先進国・開発途上国を問わず、あらゆるステークホルダー(関係者)

が参画し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むことが示されています。

ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)の概要

２．本市がＳＤＧｓに取り組む意義

国は、2016 年 12 月にＳＤＧｓ実施指針を策定し、自治体においても、各種計画、総合戦略の策

定などにおいてＳＤＧｓの要素を最大限反映することを奨励しています。また、2019 年 6 月に閣議

決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針 2019」においても、ＳＤＧｓの推進が位置づけられ

ました。

本市においても、後期基本計画及び第 2次総合戦略の各施策分野にＳＤＧｓのめざす 17 の目標

(ゴール)を関連付けることにより、総合計画、地方創生、ＳＤＧｓを一体的に推進するとともに、

地域の活性化を図ります。また、本市におけるＳＤＧｓの取組の進捗状況を測るモノサシとして、

各施策分野の指標(めざそう値)を活用します。

2030年に向けた
国際目標

17のゴールと
169のターゲット

230の指標による
達成度の評価

自治体等の
取組への期待

先進国・途上国
全ての国に適用
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l ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)の 17 のゴール

目標(Goal)
目 標 意 訳 文 （ 原 文 ）※１

自治体行政の果たしうる役割※２

1. 貧困をなくそう

(NO POVERTY)

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ。

(End poverty in all its forms everywhere)

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を特定し，支援するうえで

最も適したポジションにいます。各自治体においてすべての市民

に必要最低限の暮らしが確保されるよう，きめ細やかな支援策が

求められています。

2. 飢餓をゼロに

(ZERO HUNGER)

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を

達成するとともに、持続可能な農業を推進する。

(End hunger, achieve food security and improved

nutrition and promote sustainable agriculture)

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産な

どの食料生産の支援を行うことが可能です。そのためにも適切な

土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む

食料生産活動を推進し，安全な食料確保に貢献することもできま

す。

3. すべての人に健康と

福祉を

(GOOD HEALTH AND

WELL-BEING)

あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉

を推進する。

(Ensure healthy lives and promote well-being for all

at all ages)

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険

制度の運営も住民の健康維持に貢献しています。都市環境を良好

に保つことによって住民の健康状態を維持・改善可能であるとい

う研究成果も得られています。

4. 質の高い教育をみん

なに

(QUALITY EDUCATION)

すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生

涯学習の機会を促進する。

(Ensure inclusive and equitable quality education and

promote lifelong learning opportunities for all)

教育の中でも特に義務教育などの初等教育においては自治体が

果たすべき役割は非常に大きいといえます。地域住民の知的レベ

ルを引き上げるためにも，学校教育と社会教育の両面における自

治体行政の取組は重要です。

5. ジェンダー平等を実

現しよう

(GENDER EQUALITY)

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパ

ワーメントを図る。

(Achieve gender equality and empower all women and

girls)

自治体による女性や子供などの弱者の人権を守る取組は大変重

要です。また，自治体行政や社会システムにジェンダー平等を反

映させるために行政職員や審議会委員などにおける女性の割合

を増やすのも重要な取組といえます。

6. 安全な水とトイレを

世界中に

(CLEAN WATER AND

SANITATION)

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を

確保する。

(Ensure availability and sustainable management of

water and sanitation for all)

安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤で

す。水道事業は自治体の行政サービスとして提供されることが多

く，水源地の環境保全を通して水質を良好に保つことも自治体の

大事な責務です。
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7. エネルギーをみんな

にそしてクリーンに

(AFFORDABLE AND

CLEAN ENERGY)

すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエ

ネルギーへのアクセスを確保する。

(Ensure access to affordable, reliable, sustainable

and modern energy for all)

公共建築物に対して率先して省/再エネを推進したり，住民が省/

再エネ対策を推進する際に補助を出すなど，安価かつ効率的で信

頼性の高い持続可能なエネルギー源へのアクセスを増やすことも

自治体の大きな役割といえます。

8. 働きがいも経済成長

も

(DECENT WORK AND

ECONOMIC GROWTH)

すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成

長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク（働きが

いのある人間らしい仕事）を推進する。

(Promote sustained, inclusive and sustainable

economic growth, full and productive employment and

decent work for all)

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の

創出に直接的に関与することができます。また，勤務環境の改善

や社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を改善すること

も可能な立場にあります。

9. 産業と技術革新の

基盤をつくろう

(INDUSTRY,

INNOVATION,AND

INFRASTRUCTURE)

強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推

進するとともに、技術革新の拡大を図る。

(Build resilient infrastructure, promote inclusive

and sustainable industrialization and foster

innovation)

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有して

います。地域経済の活性化戦略の中に，地元企業の支援などを盛

り込むことで新たな産業やイノベーションを創出することにも貢

献することができます。

10. 人や国の不平等を

なくそう
(REDUCED

INEQUALTIES)

国内および国家間の格差を是正する。

(Reduce inequality within and among countries)

差別や偏見の解消を推進するうえでも自治体は主導的な役割を担

うことができます。少数意見を吸い上げつつ，不公平・不平など

のないまちづくりを行うことが求められています。

11. 住み続けられるま

ちづくりを
(SUSTAINABLE CITIES

AND COMMUNITIES)

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能に

する。

(Make cities and human settlements inclusive, safe,

resilient and sustainable)

包摂的で，安全な，強靭で持続可能なまちづくりを進めることは

首長や自治体行政職員にとって究極的な目標であり，存在理由そ

のものです。都市化が進む世界の中で自治体行政の果たし得る役

割は益々大きくなっています。

12.つくる責任つかう責

任
(RESPONSIBLE

CONSUMPTION AND

PRODUCTION)

持続可能な消費と生産のパターンを確保する。

(Ensure sustainable consumption and production

patterns)

環境負荷削減を進めるうえで持続可能な生産と消費は非常に重要

なテーマです。これを推進するためには市民一人一人の意識や行

動を見直す必要があります。省エネや 3R の徹底など，市民対象

の環境教育などを行うことでこの流れを加速させることが可能で

す。
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※１ 和訳参照：国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所

※２ 国の関係各省庁が参考資料として示している「私たちのまちにとってのＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）－導入のためのガイド

ラインー（2018 年 3 月版（第 2版）」（自治体ＳＤＧｓガイドライン検討委員会編集）において記載されており，国際的な地方自

治体の連合組織であるＵＣＬＧ（United Cities and Local Governments）が示した内容を日本語訳したもの

13. 気候変動に具体的

な対策を

(CLIMATE ACTION)

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る。

(Take urgent action to combat climate change and its

impacts)

気候変動問題は年々深刻化し，既に多くの形でその影響は顕在化

しています。従来の温室効果ガス削減といった緩和策だけでなく，

気候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行うことが求

められています。

14.海の豊かさを守ろう

(LIFE BELOW WATER)

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可

能な形で利用する。

(Conserve and sustainably use the oceans, seas and

marine resources for sustainable development)

海洋汚染の原因の 8割は陸上の活動に起因していると言われてい

ます。まちの中で発生した汚染が河川などを通して海洋に流れ出

ることがないように，臨海都市だけでなくすべての自治体で汚染

対策を講じることが重要です。

15.陸の豊かさも守ろう

(LIFE ON LAND)

陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森

林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止お

よび逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る。

(Protect, restore and promote sustainable use of

terrestrial ecosystems, sustainably manage forests,

combat desertification, and halt and reverse land

degradation and halt biodiversity loss)

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり，自治体が

大きな役割を有するといえます。自然資産を広域に保護するため

には，自治体単独で対策を講じるのではなく，国や周辺自治体，

その他関係者との連携が不可欠です。

16. 平和と公正をすべ

ての人に

(PEACE, JUSTICE AND

STRONG INSTITUTIONS)

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、す

べての人に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆ

るレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築す

る。

(Promote peaceful and inclusive societies for

sustainable development, provide access to justice

for all and build effective, accountable and inclusive

institutions at all levels)

平和で公正な社会を作るうえでも自治体は大きな責務を負ってい

ます。地域内の多くの市民の参画を促して参加型の行政を推進し

て，暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割といえます。

17. パートナーシップ

で目標を達成しよう

(PARTNERSHIPS FOR

THE GOALS)

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・

パートナーシップを活性化する。

(Strengthen the means of implementation and

revitalize the global partnership for sustainable

development)

自治体は公的／民間セクター，市民，ＮＧＯ／ＮＰＯなど多くの

関係者を結び付け，パートナーシップの推進を担う中核的な存在

になり得ます。持続可能な世界を構築していくうえで多様な主体

の協力関係を築くことは極めて重要です。
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３．後期基本計画に位置づけた３２の施策とＳＤＧｓの１７の目標(ゴール)の関係

貧困 飢餓 保健 教育
ジェ

ンダ

ー

水・

衛生

エネ

ルギ

ー

経済

成長

と

雇用

インフ

ラ・

産業化

後

期

基

本

計

画

一
の
街

秩序ある土地利用

道路の体系的整備 ◎

移動を支える公共交通の充実 ◎

人にやさしいまちづくりの推進

二
の
街

交通安全の推進 ◎ ◎

消防・救急体制の充実

防災体制の充実 ◎

防犯施策の充実

消費者行政の充実

三
の
街

生涯にわたる健康づくり ◎ ◎ ◎

地域で支えあう福祉の推進 ◎ ◎ ◎

笑顔あふれる子育てへの支援 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

生きがいに満ちた高齢者福祉の充実 ◎ ◎ ◎

ぬくもりのある障がい者福祉の充実 ◎ ◎ ◎ ◎

四
の
街

緑の保全と創出 ◎

生活環境の整備 ◎ ◎ ◎

循環型社会の推進 ◎ ◎

五
の
街

子どもの教育・健全育成の充実 ◎ ◎ ◎

自ら学ぶ生涯学習・スポーツの推進 ◎

市民文化の創造と継承 ◎

豊かな心を育む交流の推進

男女共同参画の推進 ◎ ◎

六
の
街

時代の変化に対応した農業の振興 ◎ ◎

まちの活力を生む商工業の推進 ◎ ◎

まちに賑わいをもたらす産業の振興 ◎ ◎

七
の
街

市民と行政の協働の推進

コミュ二ティの育成

市民によるまちづくり活動の推進

八
の
街

効率的な行財政運営

市民と行政の情報の共有

窓口サービスの充実

市の魅力発信

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ



- 145 -

不平

等

持続可

能な都

市

持続可

能な消

費と生

産

気候

変動

海洋

資源

陸上

資源

平和

と

公正

実施

手段

本市におけるＳＤＧｓの取組の進捗状況を測る

指標(めざそう値)

◎ ◎ 次期都市計画マスタープランの策定

◎ 道路改良率

◎ 1 日当たりの八街駅と榎戸駅の合計乗客数、1 日当たりのふれあいバス平均乗客数

◎ 「心のバリアフリー」に関する学習機会の提供数

◎ 人口 10,000 人当たりの交通事故発生件数、交通安全教室の参加人数

◎ 消防署の出動要請があった際の出動率、消防団員数

◎ ◎ 自主防災組織のカバー率、防災備蓄倉庫の設置件数

◎ 自主防犯組織設立数、人口 10,000 人当たりの刑法犯認知件数

◎ 消費生活相談件数、消費者教育に関する出前講座・ﾌｫｰﾗﾑの参加人数

65 歳における平均自立期間、特定健康診査受診率

地域福祉計画の策定、就労支援による生活保護延べ廃止件数

◎ 保育所待機児童数、子育て支援センタ－利用者数

◎ シニアクラブ参加人数、出張介護予防教室開催回数

◎ 就労移行支援・就労継続支援事業所の数、障害福祉ｻｰﾋﾞｽを活用した延べ利用人数

◎ ◎ ◎ 里山の再生面積、公園施設の改修率

◎ ◎ ◎ 上水道有収率、公共下水道整備率、印旛沼の化学的酸素要求量

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 不法投棄処理率、リサイクル率

全国学力･学習状況調査との比較、

青少年健全育成団体と連携した活動における参加者数

生涯学習事業の参加者数、体育施設の利用者数

◎ 芸術文化に関するｲﾍﾞﾝﾄの参加者数、郷土資料館の来館者数

◎ 小中学校への外国語指導助手の派遣人数、交流ｲﾍﾞﾝﾄの参加日数

◎ ◎ 審議会などにおける女性登用率、DV 防止の啓発回数

◎ 全体農地に対する耕作放棄地の割合、認定農業者数

八街商工会議所の会員数、「ｼﾞｮﾌﾞ･ﾅﾋﾞやちまた」の情報発信件数

6 次産業化への支援件数、年間観光入込客数

◎ ◎ 出前講座の参加者数、市民ｻﾎﾟｰﾀｰ事業の参加者数(団体数)

◎ ◎ コミュニティ補助金の交付件数、区の加入率

◎ ◎ ボランティア登録人数、シニアクラブ参加人数

◎ ◎ ◎ ◎ 経常収支比率、職員 1人当たりの研修受講数

◎ ◎ オープンデータの公開件数

◎ 情報セキュリティに関する職員研修の受講者数、証明書コンビニ交付事業の実施

◎ ◎ シティセールスの実施日数、ふるさと納税件数

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ
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